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1 基本指針

政務調査費は､地方自治法第 100条第 14項､第 15項及び福岡県政務

調査費の交付に関する条例 (以下 ｢条例｣という｡)の規定に基づき､福岡

県議会議員 (以下 ｢議員｣という｡)の調査研究に資するため必要な経費の

一部として交付されるものである｡

したがって､交付された政務調査費は､調査研究活動に要する経費に対し

て適切に充当されるべきものである｡

また､福岡県においては､条例の規定により､政務調査費が福岡県議会に

おける会派 (以下 ｢会派｣とい う｡)に対して交付されていることから､政

務調査費を充当することができる調査研究活動は､会派が行 う調査研究活動

である｡

このことから､会派として実施する調査研究活動を具体的に決定した上で､

会派の調査研究活動を会派に所属する議員が行 う場合に限り､個々の議員が

実施する調査研究活動へも政務調査費が充当できるものであるo

r調査研究活動主は -,-,-ノーノー--′-,-,-′-/-/-′-′---′-ノーノーノ-,r

i会派及び会派の所属議員が行う次の活動をいう iヽ ヽ
さ･県政の課題､議会で審議する案件等について行 う調査研究及び情報収集 さ

ト ,n%芸ア芸雷雲､行政関係者､民間の団体等との意見交換及び情報収集を…
毒 行うための活動 i＼ ＼
き ･住民からの要望及び意見の聴取並びに住民との意見交換のために行 う活 き

ト 芸民に対して行 う広報活動 量
§･その他､議長が必要と認める活動 §
[_,_,_/_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,J

2 運用指針

(1)実費弁償の原則

調査研究活動は会派 (議員)の自発的な意思に基づき行われるものであ

ることから､政務調査費は､社会通念上妥当な範囲のものであることを前

提とした上で､調査研究に要した費用の実費に充当 (実費弁償)すること

を原則とするO
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(2)按分にあたっての指針

議員の活動は､議会活動､調査研究活動､市民相談活動､政党活動､後

援会活動等多彩であり､一つの活動が調査研究活動と他の活動の両面を有

し､滞然一体となっていることが通例である｡

このように調査研究活動とその他の各種活動との明確な分割が困難な場

合は､按分により調査研究活動に要した経費部分を算定して政務調査費に

充当するものとする｡

なお､この場合の按分については､2分の1を上限とする｡
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3 使途基準の指針

政務調査費の使途基準は､福岡県政務調査費の交付に関する規程 (以下 ｢規程｣とい う｡)
第5条別表に規定 されている｡

(1)会派が直接調査 を行 う場合

項 目 使途基準 (規程) 区 分 内 容

意見集約会議､森案 ･会派から議員-の調査委託費

(意見書等 を含む8)立案等の調査､現地 ②交通費③宿泊費 ･バス代､鉄道貸く船賃､航空

視索､各市町村の諸 賃等
問題の調査､陳情に ･燃料代 (自家用車使用の場合
関す る調査など､.会 20円/km)
派が行 う県の事務及 ･タクシー､バス､ レンタカ-
び地方行財政に関す 等の借 り上げ料

る調査研究並びに調査委託に要する経費 ･有料道路通行料､駐車料金等･宿代 (夕食代､朝食代､雑費等含む)

④食糧費 ･現地での食事代､茶菓代等

⑤通信運搬費⑥使用料貸借料 ･電話代､はがき､切手購入費等･宅配､小包等の送料･現地での会場借 り上げ料等

⑦その他調査に要す る経費 ･その他雑費

研 修 費 会派が行 う研修会､ ①会場費 ･会場借 り上げ料
講演会の実施に必要 一会場設営費等

な経費並びに他団体が開催す る研修会､ ②機材借上費 . ･機器類等の借 り上げ料､看板
講演会等-の所属議 代

貝及び会派の雇用する職員の参加に要する経費 ③謝金 ･講師等に対する謝礼金
④筆耕翻訳料 ･速記､通訳､翻訳料代

⑤会費等 ･会費､参加費､負担金 ､資料･代

⑥交通費⑦宿泊費 ･バス代､鉄道貸､船愛､航空賃等･燃料 代 (自家用車使用の場合20 円 / km)･タクシー､バス､ レンタカー等の借 り上げ料･有料道路通行料､駐車料金等･宿代 (夕食代､朝食代 ､雑費等含む)

⑧食糧費. ･研修に要す る食事代 ､茶菓代等
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項 目 使途基準 (規程) 区 分 内 容

会 議 費 会派における議会 ①会場費 ･会場借 り上げ料
対策会議など県政 ･会場設営費等

の調査研究に関する各種会議に要す ②機材借上費 ･機器類等の借 り上げ料､看
る経費 板代

③食糧費 ･会議 に要す る食事代 ､茶菓代等

④謝金 ･講師等に対する謝礼金

⑤筆耕翻訳料 ･速記､通訳､翻訳料代

⑥資料印刷費 ･印刷代､製本代等

⑦その他会議に要する経費 ･その他雑費

資料作成費 会派が議会審譲に必要な資料を作成す るために要する経費 (丑資料印刷費 ･印刷代､製本代等
②委託費 ･資料作成委託費

③原稿料④その他資料作成に要する経費 ･謝金等･原稿作成委託費･通訳､翻訳料等･その他雑費

資料購入費 会派が行 う調査研 (丑書籍等購入費 ･書籍､ビデオテープ､cD-
究のために必要な ROM等購入費

図書 .資料等の購入に要する経費 ②新聞､雑誌購読料 ･法令集等追録代

広 報 費 会派が行 う議会活 ①広報紙､報告書等作 ･印刷､製本代
動及び県政に関す 成費 ･謝金等

る政策等の県民-の広報活動に要する経費 ･原稿作成委託費②委託費 ･インターネット､ホームへD-シナ作成費
･写真禄影料等

③交通費 ･バス代､鉄道貸､船賃､航
空賃等

･燃料代 (自家 用 車 使 用 の
場合 20円/km)

･タクシー､バス､ レンタカ
一等の借 り上げ料

･有料道路通行料 ､駐車料金
等

④宿泊費 ･宿代 (夕食代､朝食代､雑
費等含む)

⑤通信運搬費 ･はがき､切手購入費等
ー宅配､小包等の送料

⑥使用料貸借料 ･会場､機材等借 り上 げ料､
会場設営費等

⑦その他 ･その他雑費
広報活動に要する経費
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項 目 使途基準 (規程) 区 分 内 容

事 務 費 会派が行う調査研究 (∋事務用品費②備品購入費 ･事務用文具類の購入費

にかかる事務遂行に ･消耗品代 (湯春､お盆等

必要な経費 ･含む)･パソコンソフ ト等の購入費･パソコン､ファクシミリ等事務用機器類の購入費

③修繕料 ･事務用晶､備品等の修理代

④通信運搬費⑤使用料賃借料 ･電報､電話代･はがき､ 切手購入費等･イ ンタ ー ネット利用料･宅配､小 包 等の送料･複写機､ファックス､ハ○ソコン等OA機器借 り上げ代

⑥食糧費 ･食事代､茶菓代等

⑦その他 ･事務所費等に要する経費
事務遂行に必要な経費 ･その他雑費

人 件 費 会派が行 う調査研究を補助する職員を雇用する経費 (丑給料､手当 ･給料､各種手当②賃金等 ･臨時雇用の貸金
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(2)議員が調査を行 う場合

項 目 調 査 内 容 区 分 内 容

調査研究費 県政の施策に関する ①調査委託費 ･団体又は個人-の調査委託
(調査委託費) 意見集約会議､議案 費

(意見書等を含むo)立案等の調査､現地 ②交通費③宿泊費 ･バス代､鉄道貨､船賃､航

視察､各市町村の諸問題の調査､陳情に関する調査など､ 県 空賃等･燃料代 (自家 用 車 使 用 の場合 20円/km)･タクシー､バス､ レンタカの事務及び地方 行 財

政に関す る 調査 研 究並びに調 査委託 に 要 -等の借 り上げ料･有料道路通行料､駐車料金

‡る経萱として､ 会 等

派から調査の委託を受けた業務 ー宿代 (夕食代､朝食､雑費等含む)

④食糧費 ･食事代､茶菓代等

⑤通信運搬費⑥会費等 ･電話代､はがき､切手購入費等･宅配､小包等の送料･インターネ ッ ト利用料･研修会､.講演会等-の参加費

⑦書籍等購入費⑧事務用品費 ･書籍購入費･雑務購読料･ビデオテープ､CD-ROM等購入費･事務用文具類の購入費･消耗品代

⑨使用料賃借料 ･事務用機器類の賃借料･会場､機材等借 り上げ料

⑩報告書作成費 ･印刷､製本代

⑪その他 ･事務所費､人件費等に要す
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4 項目別指針

政務調査費から支出できる項目のうち､主なものについての留意事項は次のとおり｡

日 )交通費 ･宿泊費

調査研究活動 (海外での調査を含む｡)に際し必要な費用で､実際にかかった経費

(実費)に政務調査費を充当する｡ただし､その額は社会通念上相当な範囲であるこ

と｡

① 公共交通機関 (パス､高速バス､鉄道､地下鉄)

旅行代理店等で一括して購入した場合など領収書を徴することができる場合は､

領収書の写しを添付する｡ただし､領収書を徴することができない場合には､支払

証明書をもって代えることができる｡

② 航空機

領収書の写しを添付するo

③ 自家用車使用の場合の燃料代

実測により距離を確定し､ 1km20円で算定し､支払証明書に記載 して充当する｡

自家用車の維持費 (修繕料､自動車保険料､車検料等)には､政務調査費を充

当することができないO

④ 高速､有料道路料金

領収書の写しを添付するO

⑤ 駐車料金

調査研究等のため必要な場合は政務調査費を充当できる｡

領収書の写しを添付する｡

⑥ タクシー料金

タクシー利用は､やむを得ない必要最小限度の場合に限るO

また､飲酒を伴う会合等からの帰路に使用することはできない｡

領収書の写しを添付する｡

⑦ レンタカー料金

県内外の調査研究に､必要最小限度の範囲でレンタカ-を使用できるo

領収書の写しを添付する｡

⑧ 宿泊料金

実際にかかった経費 (実費)に政務調査費を充当する｡

ただし､その額は社会通念上相当な範囲であること｡ ㌔

領収書の写しを添付する｡
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｢ 海外視察費との関係について -.-′-.-I-.-.-.-.-′-.-.-.-.-.-′-.Iヽ

i議員の海外視察費による派遣命令は海外行政 ･施策等の視察､調査 ･研修が目､ヽ ＼
き的で具体的調査のみならず議員の資質向上をも図るものであり､議長が予算の範き
ミ園内で命令を出すものであるo …

I一方､政務調査費については､会派の調査研究活動のために交付されるものでも
ヽ
i･ l

き従って､海外視察費が予算的に不足するため､政務調査費を継ぎ足して実施すさ
巨 ような海外視- それぞれの目的や命令権者も異なることから､そのようなき
i派遣命令は出せないものであるo i
ヽ ヽ
[- ,- ,-,- ,- ,- ,-,- ,- ,-,-,- ,-,- ,- .,- ,- ,- ,- /-,- ,- ,- ,- ,- ,- ,-,[
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≪交通費 ･宿泊費等の計算例≫

①計算例 1 (県内日帰 り､公共交通機関利用)

自宅から福岡市内である研修会に参加

･自宅から●●駅まで (往復バス)

･●●駅から◎◎駅まで (往復電車)

･◎◎駅から会場まで (往復バス)

･研修会負担金

(支払証明書) 180円×2-360円

(支払証明書) 360円×2-720円

(支払証明書) 100円×2-200円

(領収書) 5,000円

合 計

※会派が行 う調査研究の場合 ･

研修会にかかる経費なので､研修費に計上

※議員が行 う調査研究の場合 :

バス代､電車代は交通費 ･宿泊費に､研修会負担金は会費等に計上

(塾計算例 2 (日帰り 議会棟にて会議)

自宅から議会棟まで

･公共交通機関利用の場合

上記計算例①を参考に算定のこと

･自家用車利用の場合

ガソリン代 (片道20km) (支払証明書) 20円×40km- 800円

高速道路料金 (往復) (領収書または支払証明書) 1,000円×2-2,000円

･資料作成経費 (領収書又は支払証明書) 10枚×50部×lo門-5,000円

･会議に伴う茶菓代 (領収書) 50人×200円-10,000円

※会派が行う調査研究の場合 :

会議にかかる経費なので､会議費に計上

※議員が行 う調査研究の場合 ･

公共交通機関､ガソリン代､高速道路料金は交通費 ･宿泊費に､

資料作成経費は報告書作成費 (又はその他調査経費)に､

茶菓代は食糧費に計上

ー9-
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③計算例3 (議会棟に集合 し､現地までバス利用)

･自宅から議会棟まで

公共交通機関利用 :上記計算例(丑を参考に算定のこと

自 家 用 車 利 用 :上記計算例②を参考に算定のこと

･バス借上料 (代理店等の領収書) 35,000円

･高速道路料金 (往復) (領収書または支払証明書) 2,200円×2-4,400円

･現地での駐車場代 (領収書)

※会派が行 う調査研究の場合 :

調査にかかる経費なので､調査研究費に計上

※議員が行 う調査研究の場合 ･

交通費 ･宿泊費に計上

500円

交通費十39,900円

④計算例4 (宿泊を伴 う県外)

自宅から東京都内の△△大学まで 1泊2日､航空機利用

･自宅から空港まで(自家用車利用 往復20km)(支払証明書) 20円×20km-400円

･空港での駐車場代 (領収書) 1,000円

･飛行機 (往復) (旅行代理店等の領収書) 66,600円

･羽田空港から△△大学まで モノレ-ル､電車 (往復) (支払証明書)1,840円

･宿泊料 (夕 ･朝食込み) (旅行代理店､ホテルの領収書) 13,100円

･現地での昼食代 (領収書) 1,000円

合 計

※会派が行 う調査研究の場合 :

調査にかかる経費なので､調査研究費に計上

※議員が行 う調査研究の場合 :

現地での昼食代以外は交通費 ･宿泊費に計上､

昼食代は食糧費に計上
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(2)調査委託費

政務調査業務を団体 (民間調査会社､学術研究機関､公益法人､NPO法人､議員

で構成 される団体等)又は個人 (学識経験者等)に委託することができるO

委託する業務内容､委託金額､委託期間､成果物等を明記した契約書を交わすこと｡

領収書の写しを添付するO

(3)食糧費

会議等における食糧費に政務調査費を充当する場合にあっては､公職選挙法の制限

に抵触 しないこと及び社会通念上妥当な範囲内であることを前提とした上で､食糧費

の支出自体が調査研究活動としての会議等との一体性がある場合に限って充当できる

ものとするC

領収書の写しを添付する｡

① 政務調査費を充当できる経費

･調査研究活動として開催される昼食会等の経費

･調査研究活動として開催される会合における茶菓等の経費

② 政務調査費の充当が不適当な経費

･会派や議員間での懇談 ･懇親を目的とした会合に要する経費

･飲酒を伴 う会合に要する経費

(調査研究活動の一環として開催されたものであっても､飲酒を伴 う会合の飲食

費には政務調査費を充当しないものとする｡)

r′公職選挙法上の制限 -.-′-′-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-I-.-.-.｢
i意見交換会-の参加者､研修会等に講師として招いた識者等に食事､飲食 iヽ ヽ
さを提供する場合にあっては､当該研修会等を会派が主催するものであって き
ト 会派所属議員の選挙区内にある者-の食事､飲食の提供は公職選挙法で …

i禁止されている ｢寄附｣にあたるo i＼ ヽ
lただし､湯茶及びこれに伴い通常用いられる程度の茶菓を提供することは lヽ ヽ
!差し支えない｡ ～

… 【公職選挙法第 199条の2】 【公職選挙法第 199条の5】 ≡ヽ ヽL-J-′-I-′-′-′-′-/-′-/-′-′-I-′-′■-′-′-■J-ノ-′-′-′-′-′-ノ-.I

(4)事務費

政務調査費は､原則的には調査研究活動に要する費用に充当するものであり､調査

研究活動を行 うための環境整備まで充当することは適当でないO

このことから､備品 ･消耗品の購入に政務調査費を充当する場合にあっては､調査
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研究活動に対する有用性が高く､調査研究活動に直接必要であると認められるものに

限定するものとし､その購入価格についても､政務調査費を充当する備品という観点

から､常識的に判断されるべきものである｡なお､調査研究活動に使用されるもので

あっても､個人用のものの購入には充当しないものとするo

① 自家用車

自家用車の購入費用に政務調査費を充当することはできないO

自家用車の維持費 く修繕料､自動車保険料､車検料等)には､政務調査費を充

当することができないO

自動車リース料は認められるが､他の業務にも使用する場合､適切な割合で按分

して充当する｡

領収書の写しを添付するo

② 事務用機器

事務用機器の購入については､調査研究活動専用の場合は全額充当できるが､資

産形成につながる可能性の高い高額備品は認められないO高額備品についてはり-

スによるものとし､他の業務にも使用する場合は､適切な割合で按分して充当するO

なお､パソコン等､リースができない場合は購入できるものとするが､他の業務

にも使用する場合は､適切な割合で按分して充当する｡

領収書の写しを添付するO

(5)事務所費

事務所経費-の政務調査費の充当にあたっては､②のような ｢事務所｣としての要

件を満たしており､実際に調査研究活動に使用されている場合に充当できるものとす

る｡

調査研究活動を行 う事務所が､自宅や議員事務所等と兼用している場合は､その実

態に応じて､他の業務との適切な割合により按分し､按分した額に政務調査費を充当

する｡

なお､充当限度額については､(彰を参照のことO

領収書の写しを添付する｡

(か 対象経費

事務所貸借料､光熱水費

(※ 事務所の修繕費は､政務調査費からの支出を認めないD)

② 事務所の要件

i)事務所としての外形上の形態を有 していることo

ii)事務所としての機能 (事務スペース､事務用機器等)を有していること0
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iii)賃貸の場合､契約者は､会派又はその所属議員であ り､書面により賃貸借契

約が締結されていること｡

政党､後援会名義等で貸借 し､政党､後援会業務に使用 している事務所を､

会派又はその所属議員の調査研究業務にも使用する場合は､会派又はその所属

議員で､政党､後援会等 との使用契約を結ぶことO

③ 事務所 (自宅兼事務所を含む)経費への充当

事 例 充当 留 意 事 項 等

所 有 不可 ･自己所有の事務所は費用が生じないO

貸 借 2親等以内 不可 ･2親等以内の親族又は配偶者が所有する物件

の親族又は を事務所として賃借し､政務調査費を充当す

配 偶 者 が所有している 物 件 ることは認めないo

上記以外の 可 ･上記以外の親族が所有する物件を事務所 と

親族が所有 して貸借する場合は､賃貸借契約を締結す

して い る物 件 るとともに､貸借料は適切な額 とするo

会 派 所 属 可 ･会派所属議員が所有する物件及び会派所属議

議 員 等 が 員が実質上所有 .支配している法人若 しくは

所 有 して 役員をしている法人が所有する物件を事務所

い る物 件 として賃借し､調査研究業務に使用する場合

は､本来､議員や法人が負担すべき経費を政

務調査費で補てんしているとの疑念を抱かれ

やすいので賃貸借契約を締結するとともに適

切な貸借料とすることo

上記を除く 可 ･他の業務と兼用の事務所については､調査研

物 件 究業務に要した業務量按分により算定した額

に政務調査費を充当するO
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④ 使用実績で按分することができない場合の充当限度割合

事 例 事務所の形態 費 用 i 備 考

貸借料 光熱費 上下水遺代金

所 有 - - - 充当不可

貸 借 調査研究活動等用事務所 全 額 全 額 全 額

調査研究活動専用事務所+議員事務所等 1/2 1/2 1/2

調査研究活動専用事務所十住居 - 1/2 住居兼用の場合､貸借料､上下水道代は充当不可

(6)人件費

調査研究活動の補助業務のために雇用 した職員の人件費には､調査研究活動の補助

業務に従事 している実態により政務調査費を充当することができるa

給与支払明細書の写し又は領収書の写しを添付するO

① 人件費への充当

専任の調査研究補助員の場合､その雇用経費の全額に政務調査費を充当する｡

議員秘書等については､調査研究活動とその他の活動の明確な分割が困難である

ため､適切な割合で按分した額とするO上限額は月平均 20万円 (諸手当含む)と

する｡

(塾 親族の雇用

専門的知識があるなど特別な理由がある場合は親族を雇用することができるが､

その場合は､雇用契約を締結するとともに､人件費は適切な額とする｡

③ 法人職員の雇用 ･派遣

会派所属議員が実質上所有 ･支配している法人若 しくは役員をしている法人の職

員等を調査研究補助職員として雇用若 しくは派遣により使用する場合は､本来法人

が負担すべき人件費を政務調査費により補てんしているとの疑念を抱かれやすいの

で契約はもとより勤務実態についても明確にするよう留意することO
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r 領収書その他の支出の事実を証する書類について -′-′-′-J~′N'W/Mノn'1

i支出の事実を証するものとして領収書が原則であるが､領収書を徴することがi＼ ヽ
き出来ないもの (自動券売機による切符の購入､バスの乗車賃､ガソリン代など) き

ド -いては､支払証明書を作成し､領収書の代わりに提出することO ‡

iまた､銀行口座からの自動引き落としや､クレジットカー ド払いによる支払いもヽ ヽ
Iで､領収書の発行がない場合も支払証明書を作成することとなる｡自動引き落とlヽ ヽ
きしの通帳やクレジットカー ドの支払明細書は5年間保存しておくことO さ

‡なお､自動引き落としの通帳の名義及びクレジット- ドの名義は､会派の支 ‡

i出の場合は会派名義か会派名と代表者名 (若 しくは経理責任著名)が記載されてiヽ ヽ

!いること､議員の支出の場合は諌員本人の名義でなければならないO !
I_ ,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_)
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5 収支報告書及び証拠書類 (写)の提出

(u 提出書類
① 収支報告書

条例第 9条で定める別記様式に必要事項を記入のうえ､期限までに提出すること｡

② 証拠書類 (写)
収支報告書を提出するときは､領収書その他の支出の事実を証する書類 (領収書及

び支払証明書)を複写機で複写 したものもあわせて提出すること｡
なお､領収書は原本を領収書添付様式に重ならないように貼 り付け､按分や一部充

当の場合は用紙の余白に按分率や充当額を記載すること｡
また､提出にあたっては､支払月別及び項目別に整理すること｡

(2)提出期限
① 年度分

政務調査費の交付を受けた翌年度の4月30日までに提出することO

② 会派が消滅 した場合
会派が消滅した日の翌 日から起算 して30日以内に提出することO

:- :t'- ド :L':p ~ ~ ~ - " ～ ‥ ~一- " 一一‥ … ~~:
＼

! 告書｣というO)を､別記様式により､政務調査費の交付を受けた年度の翌年度 き
t の4月 30日までに議長に提出しなければならないo l

……藁 蔓要望鷲 書芸薫 妻蓬 萱夏姿をぎ…喜華去慧

＼

t の他の支出の事実を証する書類の写し (以下 ｢領収書等の写 し｣というO)を添 さ
i 付 しなければならない｡ t＼ ヽ～-/-/-/-J-/-/-/-/-(-/-/-/-/-J-/-/-/-/-/-/-/-/-/-J-J-J-/-/-

(3)非開示情報のマスキング
領収書等の写しに個人情報等の非開示情報が記載されている場合は､会派において

マスキングの上､提出することo 【福岡県情報公開条例第 7条第 1項関係】

① 情報公開条例第 7条第 1項第 1号 (個人情報)
個人に関する情報であって､特定の個人を識別することができるもの又は特定の

個人を識別することはできないが､公にすることにより､なお､個人の権利利益を
害するおそれがあるものO

(診 情報公開条例第7条第 1項第2号 (法人情報)
法人その他の団体に関する情報又をま事業を営む個人の当該事業に関する情報であ

って､公にすることにより､当該法人等又は当該個人の権利､競争上の地位その他
正当な利益を害するおそれがあるもの｡

(参 情報公開条例第 7粂第 1項第8号 (議員個人 ･会派情報)
議会の議員個人に関する情報及び会派の活動に関する情報｡ただし､法令等の規

定により又さま慣行 として公にされ､又は公にすることが予定されている情報を除くO
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※例
★個人に関する情報

a.支払の相手方が個人の場合 (事業を営む個人の当該事業に関する情報を除くO)
･支払相手方の氏名､振込先の金融機関名､口座番号
･領収書の印影､住所､電話番号 など

b.議員個人の情報
･金融機関名､口座番号
･非公開の電話番号 (携帯電話等) ･住所､通帳残高及び政務調査費に充当した
経費以外の支出に係 る記載部分

･クレジットカー ド売上表 (利用明細)のうち､政務調査費に充当した経費以外
の支出に係る記載部分 など

★法人等に関する情報
a.支払の相手方が法人の場合 (事業を営む個人の当該事業に関する情報を除くO)

･領収書の従業員氏名 ･印影 など

《参考》非開示情報の具体例

1 個人情報
○ 思想､宗教､意識､趣味等に関する情報

･意識調査の調査票
･宗教法人規則認証申請書添付の信者名簿
･個人相談カー ド

○ 心身の状況､体力､健康状態等に関する情報
･健康診断書
･カノレテ

･各種疾病認定申請書類
･疾病発症報告
･健康相談記録
･身体障害者手帳交付文書
･各種施設入所者等に係る相談､面接記録､業務日誌､入所者台悼
･児童体力テスト記録
･公務災害認定請求関係文書

○ 資格､学歴､犯罪歴等に関する情報
･職員任用候補者の履歴書
･各種審議会委員等の履歴書
･各種モニター等履歴書

○ 職業､交際関係､生活記録等に関する情報
･生活保護申請書類及び決定調書､ケース記録

○ 財産の状況､所得等に関する情報
･所得証明書
･納税証明書 (源泉徴収票)
･給与等支給調書
･諸手当認定書類
･住民税個人別リスト
･保険料控除申告書

2 法人その他の団体に関する情報
○ 生産技術上のノウハウに関する情報

･製造工程図､生産工程図
･設備計画､新規商品の構造､材料等に関する記録
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○ 営業 ･販売上のノウハウに関する情報

･仕入れ計画､資金計画

･出店計画その他営業戦略に関する記録
○ 信用上不利益を与える情報

･取引､商品その他営業に関する苦情相談の記録
○ その他

･経理､人事等に関する情報のうち､もっぱら法人内部の情報
･事業者が営業上使用する印章のうち､代表者印など取引上重要性が認められる印影

･代表者印 :1辺-1cId-3C皿の正方形に収まるもの

形-丸､四角
･社印 :角印が多い



6 証拠書類等の整理保管

会派の政務調査費経理責任者は､政務調査費にかかる収入及び支出について会計帳簿

を調製し､その内訳を明確にし､領収書等の証拠書類を領収書添付用紙に項 目別に貼 り

付けるなどして月ごとに整理保管すること｡

また､議員についても琴査費の支出について､会計帳簿を整備 し､その内訳を明確に

するとともに､月ごとに領収書等の証拠書類を領収書添付用紙に項目別に貼 り付けるな

どして整理保管すること｡

なお､調査結果報告､収支報告及び領収書等の写しを会派が定める期 日までに会派代

表者宛に提出すること｡

(1)整理保管する証拠書類

会計帳簿､領収書 (領収書添付用紙に貼 り付けたもの)､支払証明書 等

(2)保管期間

当該政務調査費の交付を受けた年度の末 日 (3月 31日)の翌日 (4月 1日)から

起算して 5年を経過する日までo

保管開始 (4月1日)

政務調査費の交付を

受けた年度
4月 1日 1年 2年 3年 4年 5午

例 :平成 21年度に交付を受けた政務調査費の場合は下記のとお りO

保管開始期 日:平成 22年4月 1日から

保管終了期 日:平成 27年 3月31日まで

｢′･ (参考)規程第7条 ~.-.~.-I-.-.-.-′-.~.-.-.-.-.-.-.-.~.~1i(証拠書類等の整理保管) 毒
も第 7条 会派の政務調査費経理責任者は､政務調査費の支出について､会計帳簿をiヽ ヽ
l 調整 しその内訳を明確にするとともに､証拠書類等を整理保管し､これ らの書類 lヽ ＼
!を当該政務調査費の交付を受けた年度の末日の翌 日から起算して5年を経過するさき日まで保存 しなければならないo きI_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,_,I
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7 政務調査費への充当が不適切な経費 (参考事例)

項 目 例 示

(1)政党活動に ･党大会-の出席経費

要する経費 ･政党活動､県連活動経費

･政党の広報誌､パンフレット､ビラ等の印刷 .発送料等

･政党組織の事務所の設置 .維持経費 (人件費を含むo)

･党大会賛助金等

･会派の役員経費等

(2)選挙活動に ･選挙に係る経費､選挙活動経費

要する経費 ･衆 .参議員選挙等の各種団体-の支援依頼活動､選挙ビラ作

成経費等

(3)後援会活動に ･後援会活動経費

要する経費 ･後援会の広報誌､パンフレット､ビラ等の印刷 .発送料等

･政党組織の事務所の設置 .維持経費 (人件費を含む○)

･後援会主催の ｢県政報告会｣等経費

(4)私的経費 ･慶弔簡別等に要する経費 (香典､祝金､寸志､病気見舞､健

別､中元 .歳暮､電報､年賀状の購入 .印刷等)

･宗教活動に要する経費 (檀家総代会､報恩講､宮参 り等)

･親睦会又は飲食を目的とした会合､レクリエーション大会等

の開催及び参加に要する経費

･調査研究活動に直接必要でない備品の購入等に要する経費

･私的な財産形成となるような備品等の購入経費

･観光や私的用務の旅行等

(5)その他 ･挨拶､会食やテープカットのみの出席に要する経費

･飲食を主目的とする懇談会経費

･議員が他の団体の役員を兼ねている場合､その団体の理事会､

役員会や総会-の出席に要する経費

ー自動車の購入及び維持管理に要する経費

･事務所の購入に要する経費

･調査研究活動に直接必要としない備品の購入等に要する経費
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8 政務調査費の交付に関す る運用

政務調査費の事務処理については､条例及び規程に定めるもののほか､原則 として次に

より行 うものとする｡

【手続きフロー】
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○【説明】

(D 会派結成届 (会派) 【条例第4条】

会派を結成 したときは､その代表者は ｢会派結成届｣ (規程様式第 1号)を､ただち

に議長に提出する｡

ア 政務調査費の交付を受けようとする会派は議会運営上の会派とする｡

イ 会派結成届については､議員の任期内において有効 とする｡

り 会派の代表者は､会派結成届の内容に異動が生 じたときは ｢会派異動届｣ (規程様

式第2号)を､会派を解散したときは ｢会派解散届｣ (規程様式第 3号)を､ただち

に議長に提出する｡

エ 会派の解散届については､議員の任期満了又は議会の解散による場合､提出するこ

とを必要としない｡

オ 議員の任期満了又は議会の解散後に結成された会派が､以前の会派名 と同一であっ

ても､会派結成届を提出しなければならないO

カ 改選が行われた月の翌月分の政務調査費の交付に当たっては､その月の1日までに

会派結成が必要となるo

② 会派結成届 (写) (議長) 【条例第5条】

議長は､ ｢政務調査費の交付を受けようとする会派について｣ (規程様式第 4号)を､

毎年度4月5日までに､会派結成届の (翠)を添付 (異動届を含むO)して､知事に通

知する｡

ア 議長は､年度途中において､会派結成届､会派異動届又は会派解散届が提出された

ときは､速やかに知事に通知するo

③ 交付決定通知 【条例第6条】

知事は､政務調査費の交付の決定を行い､会派の代表者に通知する｡

堰) 調査事項通知 (会派) 【運用】

会派は､政策審議会等で決定した調査事項のうち､議員に調査を依頼するものについ

ては､各議員へ通知するO

ア 調査事項を決定する場合､議員からの申出によることも考えられる｡

⑤ 調査事項申出及び認定 (会派 ･議員) 【運用】

会派は､調査事項について議員からの申出による場合､議員が希望する調査事項につ

いて､指定する日までに､申出書の提出を求めるO

ア 会派は､議員が申し出た調査事項について､政策審議会等で認定し､その結果を各

議員-通知するO



⑥ 調査費の請求 (議員) 【運用】

議員は､会派に対し､会派が指定する日までに､調査費の請求を行 う｡

ア 調査費の請求は､調査者手前において概算請求を行 う場合､又は調査終了後に精算

請求を行 う場合がある｡

⑦ 政務調査費請求 (会派) f条例第 7条】

会派の代表者は､知事に対 し､毎月5日までに､当該月分の政務調査費の請求書 (規

程様式第 5号)を所属議員名簿を添えて提出する｡

ア 請求額は､その月の初 日における会派の所属議員数に月額 50万円を乗 じて得た額

であるO

⑧ 政務調査費交付 【条例第 7条】

知事は､会派の代表者に対 し､速やかに､政務調査費の交付を行 うO

⑨ 政務調査費の支払 (会派) 【運用】

会派の代表者は､議員に対 し､調査費の支払を行 うO

ア 支払の時期は､会派が定めるところによるO

⑩ 調査結果報告 (議員) 【運用】

議員は､会派の代表者に対 し､調査終了後､会派が指定する目までに､当該年度にお

ける調査結果及び調査費の収支を報告 し､その際領収書その他の支出の事実を証する書

類 (領収書等)の写しを提出するO

ア 調査結果報告については､調査項目毎に､その概要及び結果について記載する｡

イ 調査結果報告書の支出の総額が､会派から支払を受けた調査費の額を超えることも

あり得る｡

り 参考様式 6の支出額の欄には､会派から調査費の支払を受けた当該年度内において､

既に支払いがなされた金額及び支払が確定した金額を区分欄に従って記載する｡

エ 調査費の残額は会派に返還しなければならない｡

オ 議員は､調査費の支出について､会計帳簿 (出納簿)を整備 し､その内訳を明確に

するとともに､領収書等の証拠書類を領収書添付用紙に項目別に貼 り付けるなどして整

理保管する｡

なお､これらの書類を調査費の支払いを受けた翌年度から5年間保存する｡

⑪ 収支報告書 く会派) 【条例第9粂】

会派の代表者は､翌年度の4月30日までに､議長に政務調査費の収支報告書 く条例

別記様式)を提出する｡

収支報告書を提出するときは､領収書等の写しを添付する｡
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ア 収支報告書の支出額は､使途基準 (規程別表)､使途基準の指針及び項 目別指針

(以下 ｢指針｣という｡)及び指針に従って支出された金額 (帳簿等により支出の内

容が明らかにされているものに限るO)について記載する｡

領収書は受領しておくこと｡なお､領収書を徴することができない場合には､支払

証明書をもって代えることができる,

この場合､支出の総額が､政務調査費の交付を受けた額を超えることもあり得るo

イ 収支報告書の支出額の欄には､政務調査費の交付を受けた当該年度内において､既

に支払いがなされた金額及び支払が確定した金額を記載する｡

り 年度を超え､継続 して調査事業を行 う場合の当該年度分の収支報告書に計上する支

出額は､当該年度内に支出した額又は支払が確定した額とする｡

エ 収支報告書の備考欄に記載する ｢主たる支出の内訳｣は､指針に定められた区分欄

の主な内容 (調査委託費､交通費､宿泊費等)を記載するo

オ 政務調査費の残余については､翌年度繰 り越 しが認められず､返還しなければなら

ないo

カ 会派が消滅した場合 (議員の任期満了又は議会の解散を含む｡)の収支報告書等は､

30日以内に提出するO

キ 会派の経理責任者は､政務調査費の支出について､会計帳簿 (出納簿)を整備 し､

その内訳を明確にするとともに､領収書等は項目別 (調査委託費､研修費､会議費

等)に整理し､領収書添付用紙に貼付するなどし､月ごとに整理保管しておくこと｡

また､これらの書類を政務調査費の交付を受けた翌年度から5年間保存する｡

⑫ 収支報告書等 (写)の送付 (議長) 【規程第6条】

議長は､会派の代表者から提出を受けた収支報告書等の写しを知事に送付する (規程

様式第6号)o

⑬ 返納通知

政務調査費に残余がある場合､知事は､当該会派の代表者に対して､返納通知を行 うO

⑭ 政務調査費返還 (会派) 【条例第 11粂】

会派の代表者は､知事が定める方法により､政務調査費の返還を行 う｡

⑮ 収支報告書の閲覧 【条例第 12条】
何人も､議長に対し､収支報告書等の閲覧を請求することができるo
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○ 【留意事項】

① 会派

会派は､交付を受けた政務調査費の使途について､以下の点に留意する｡

ア 会派は､交付を受けた政務調査費の使途については､指針の定めるところによらな

ければならない｡

イ 調査事項を特定せず､調査費を単純一律に議員に配分することは認めないO

② 議員

議員は､会派から通知を受けた調査及び調査費の支出について､以下の点に留意するO

ア 会派から通知を受けた調査は､当該年度内に完了しなければならない｡

イ 通知を受けた調査については､その業務の全て又は調査費の全額を外部に委託 して

はならないO

ウ 支出に充てることができる経費は､会派から通知を受けた調査に要するものとし､

その使途は､指針に定めるところによらなければならない｡

ェ 会計帳簿 (出納簿)の記入に当たっては､収入 ･支出の都度､記入 しなければなら

ない｡

オ 調査費の支出をする際においては､領収書を受領しておくことO
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9 地 方 自治法 (抜粋 ) (昭和 22年 4月 17日法律第 67号)

案 loo条

1-13 (略)

14 普通地方公共団体は､条例の定めるところにより､その議会の議員の調査研究に
資するため必要な経費の一都として､その議会における会派又は議員に対 し､政務
調査費を交付することができる｡この場合において､当該政務調査費の交付の対象､
額及び交付の方法は､条例で定めなければならない0

15 前項の政務調査費の交付を受けた会派又は議員は､条例の定めるところにより､
当該政務調査費に係る収入及び支出の報告書を議長に提出するものとする0

16-19 (略)
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10 福岡県政務調査費の交付に関する条例 (平成13年 3月 12日福間県条例第 1号)

(趣 旨)

第 1条 この条例は､地方 自治法 (昭和 22年法律第 67号)第 100条第 14項及

び第 15項の規定に基づき､福岡県議会議員の調査研究に資するため必要な経費の

一部として､福岡県議会における会派に対 し､政務調査費を交付することに関 し必

要な事項を定めるものとする｡

(政務調査費の交付対象)

第 2条 政務調査費は､福岡県議会の会派 (所属議員が一人の場合を含むo以下 ｢会

派｣という｡)に対 し交付するO

(政務調査費の額)

第 3条 会派に対する政務調査費の額は､当該会派の所属議員の数に月額 50万円を

乗 じて得た額とするD

2 前項の所属議員の数は､月の初 日における各会派の所属議員数とする｡ただし､同日

において所属議員に福岡県議会議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例 (昭和 3

1年福岡県条例第 35号)第 3条第 4項又は第 5項の規定により前月の議員報酬が支

給されなかった者があるときは､当該議員の数は､所属議員の数から除算する0

3 月の途中において､議員の任期満了､辞職､失職､死亡若 しくは除名､議員の所

属会派からの脱会若 しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれ らの事由

が生 じた日の属する月の政務調査費の交付については､これ らの事由が生 じなかっ

たものとみなす｡一つの会派が他の会派と合併 し､又は会派が解散 した場合 も同様

とする｡

4 各会派の所属議員数の計算については､同-の議員について重複 して行 うことが

できないO

(会派の届出)

第4条 議員が会派を結成 し､会派に対する政務調査費の交付を受けようとするとき

は､代表者及び政務調査費経理責任者を定め､その代表者は別に定める様式により

会派結成届を議長に提出しなければならない｡

2 会派結成届の内容に異動が生 じたときは､その代表者は別に定める様式により会

派異動届を議長に提出しなければならない｡

3 会派を解散したときは､その代表者は別に定める様式により会派解散届を議長に

提出しなければならない｡
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(会派の通知)

第 5条 議長は､前条第 1項の規定により会派結成届のあった会派について､毎年度

4月5日までに､別に定める様式により知事に通知 しなければならない0

2 議長は､年度途中において､会派結成届､会派異動届又は会派解散届が提出され

たときは､別に定める様式により速やかに知事に通知 しなければならない｡

(政務調査費の交付決定)

第 6条 知事は､前条の規定により通知のあった会派について､政務調査費の交付の

決定を行い､議長を経由して会派の代表者に通知 しなければならないo

(政務調査費の請求及び交付)

第 7条 会派の代表者は､前条の規定による通知を受けた後､毎月 5日までに､別に

定める様式により､知事に対し当該月分の政務調査費を請求するものとする0

2 会派の代表者は､前項の規定により難いときは､知事が別に定めるところにより

請求するものとする0

3 知事は､前 2項の規定による請求があったときは､速やかに政務調査費を交付す

るものとする｡

(政務調査費の使途)

第 8条 会派は､政務調査費を別に定める使途基準に従い使用 しなければならない｡

(収支報告書等)

第 9条 会派の代表者は､政務調査費に係 る収入及び支出の報告書 (以下 ｢収支報告

書｣というO)を､別記様式により､政務調査費の交付を受けた年度の翌年度の4

月 30日までに議長に提出しなければならない0

2 会派の代表者は､会派が消滅 した場合には､前項の規定にかかわらず､当該会派

が消滅 した日の属する月までの収支報告書を､別記様式により､消滅 した 日の翌 日

から起算 して30日以内に議長に提出しなければならない.

3 会派の代表者は､前 2項の規定により収支報告書を提出するときは､領収書その

他の支出の事実を証する書類の写し (以下 ｢領収書等の写 し｣という｡)を添付 し

なければならない｡

(議長の調査)

第10条 議長は､政務調査費の適正な運用を期すため､前条の規定により収支報告書

及び領収書等の写し (以下 ｢収支報告書等｣というO)が提出されたときは､必要

に応じ調査を行 うものとする｡
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(政務調査費の返還)

第11条 会派の代表者は､その年度において交付を受けた政務調査費の総額から当該

会派がその年度において行った政務調査費による支出 (第 8条の使途基準に従って

行った支出をいうO)の総額を控除 して残余がある場合､当該残余の額の政務調査

費を知事に返還 しなければならない｡

(収支報告書等の保存及び閲覧)

第12条 第 9条の規定により提出された収支報告書等は､これを受領 した議長におい

て､政務調査費の交付 された年度の末 日の翌 日から起算 して5年を経過する日まで

保存 しなければならない0

2 何人も､議長に対 し､前項の収支報告番等の閲覧を請求することができる｡

3 議長は､前項の規定による請求があったときは､収支報告書等に記載 されている

情報の うち､福岡県情報公開条例 (平成 13年福岡県条例第 5号)第 7粂第 1項各

号の非開示情報を除き､閲覧に供するものとするo

(委 任)

第13条 この条例に定めるもののほか､政務調査費の交付その他この条例の施行に関

し必要な事項は､議長が定めるO

附 則

この条例は､

附 則

この条例は､

附 則

この条例は､

附 則

平成 13年4月 1日から施行する｡

(平成 14年条例第46号)

公布の日から施行する｡

(平成 15年条例第 53号)

公布の日から施行する｡

(平成00年条例第〇〇号)

1 この条例は､平成 21年 4月 1日から施行する｡

2 この条例による改正後の福岡県政務調査費の交付に関する条例の規定は､この

条例の施行の日以後に交付する政務調査費について適用 し､同日前に交付 した政

務調査費については､なお従前の例によるO
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別記様式 (第 9条関係)

福岡県議会議長

殿

会派名

代表者名

年 月 日

年度政務調査費に係る収支報告について

福岡県政務調査費の交付に関する条例 (平成 13年福岡県条例第 1号)第 9条に基

づき､別紙のとおり 年度政務調査費収支報告書を提出します｡
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(別紙)

(単位 :円)

年度政務調査費収支報告書
( 年 月 ～ 年 月分 )

会派名

1 収 入

政務調査費

2 支 出

項 目 支 出 額 備 考

3 残 余

注 1 項 目欄 は ､ 別に定める使途基準の項目に 合わせて記載する｡
2 備考欄 に は ､主たる支出の内訳を記載す る｡
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11 福 岡県政務調査 費の交付 に関す る規 程 (平成13年 3月 30日福岡県議会告示第 1号)

(趣 旨)

第 1条 この規程は､福岡県政務調査費の交付に関する条例 (平成 13年福岡県条例

第 1号O以下 ｢条例｣ とい うo)に基づ く政務調査費の交付に関 し必要な細則 を定

めるもの とす る｡

(会派結成届等)

第 2条 条例第 4条に定める会派審成届等の様式 は､様式第 1号､第 2号及び第 3号

によるもの とす る｡

(会派の通知)

第 3条 条例第 5条に定める様式は､様式第 4号によるものとす るo

(政務調査費の請求)

第 4条 条例第 7条第 1項に定める様式は､様式第 5号によるものとす る0

2 条例第 7条第 2項の規定に定める､前項の規定により難いときとは､議員の任期

満了又は議会の解散等 により選挙が行われた ときとす る｡

(政務調査費の使途基準)

第 5条 条例第 8条の使途基準は､別表の とお りとするO

(収支報告書等の写 しの送付)

第 6条 議長 は､条例第 9条の規定により提 出 された収支報告書及び領収書等の写 し

(以下 ｢収支報告書等｣ とい うO)の写 しを､様式第 6号により知事に送付す るも

のとす る｡

(証拠書類等の整理保管)

第 7条 会派の政務調査費経理責任者は､政務調査費の支出について､会計帳簿を調

製 しその内訳を明確 にするとともに､証拠書類等 を整理保管 し､これ らの書類 を当

該政務調査費の交付を受けた年度の末 日の翌 日か ら起算 して5年を経過す る 日まで

保存 しなければならないO

(収支報告書等の閲覧)

第 8条 条例第 12条第 2項の規定による収支報告書等の閲覧は､当該収支報告書等

を提出すべき期間の末 日の翌 日から起算 して 60日を経過 した 日の翌 日か らす るこ

とができる｡

2 条例第 12条第 2項の規定による収支報告書等の閲覧は､議長が指定す る場所で､

執務時間中に しなければならない｡

附 則

この告示は､平成 13年 4月 1日か ら施行す る｡

附 則

1 この告示は､平成 21年 4月 1日か ら施行す る｡

2 この告示による改正後の福岡県政務調査費の交付に関する規程の規定は､この

告示の施行 の日以後に交付する政務調査費について適用 し､同 日前に交付 した政

務調査費については､なお従前の例による｡
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別表 (第 5条関係)

項 目 内 容

調 査 研 究 費 県政の施策に係る意見集約会議､議案 (意見書等を含む○)

立案等の調査､現地視察､各市町村の諸問題の調査､陳情に

関する調査など､会派が行 う県の事務及び地方行財政に関す

る調査研究並びに調査委託に要する経費

研 .修 費 会派が行う研修会､講演会の実施に必要な経費並びに他団体

が開催する研修会､講演会等-の所属議員及び会派の雇用す

る職員の参加に要する経費

会議に要する経費

資 料 作 成 費 会派が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費

資 料 購 入 費 会派が行う調査研究のために必要な図書 .資料等の購入に要

する経費

広 報 費 会派が行 う議会活動及び県政に関する政策等の県民-の広報

活動に要する審費

事 務 費 会派が行う調査研究にかかる事務遂行に必要な経費

人 件 費 会派が行う調査研究を補助する職員を雇用する経費
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様式第1号 (第2条関係)

福岡県藷会議長

磨

年 月 日

会 派 結 成 届

福岡県政務調査費の交付に関する条例 (平成 13年福岡県条例第 1号)第4条

第 1項の規定により､下記のとお り届け出ますo

記

1 会派の名称

2 代表者の氏名

3 政務調査費経理責任者の氏名

4 所属議員数

5 所属議員氏名 別紙名簿のとおり
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(別紙)

所 属 議 員 名 簿

平成 年 月 日現在

番号 氏 名 備 考 番号 氏 名 備 考.

1 26

2 27

3 28

4 ■29

5 30

6 31

7 32

8 33

9 34

10 3.5

ll 36

12 37

13 38

14 39

15 40

16 41

17 42

18 43

19 44

20 45

21 46

22 47

23 48

24 49

25 50

所 属 議 員 数
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様式第 2号 (第 2条関係)

福岡県議会議長

年 月 日

会 派 異 動 届

福岡県政務調査費の交付に関する条例 (平成 13年福岡県条例第 1号)第 4条

第2項の規定により､下記のとお り届け出ます｡

記

1 異動年月日

2 異動内容

区 分 節 旧

会派の名称

代表者の氏名

政務調査費経理責任者q)氏名

所属議員数

異動のあった (新たに所属した議員氏名) (所属議員でなくなった議員
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様式第 3号 (第 2条関係)

福岡県議会議長

顔

年 月 日

会 派 解 散 届

福岡県政務調査費の交付に関する条例 (平成 13年福岡県条例第 1号)第4条

第 3項の規定により､下記のとお り届け出ます｡

記

1 解散 した会派の名称

2 解散 した年月日
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様式第4号 (第 3条関係)

年 月 日

福岡県知事

殿

福岡県議会議長

団

政務調査費の交付を受けようとする

会派について

福岡県政務調査費の交付に関する条例 (平成 13年福岡県条例第 1号)第 5条の規定

により､政務調査費の交付を受けようとする会派について下記のとお り通知します｡

記

(1)会派について

別紙会派結成 (異動､解散)届のとおり
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様式第 5号 (第4条関係)

福岡県知事

殿

年 月 日

年度政務調査費請求書

福岡県政務調査費の交付に関する条例 (平成 13年福岡県条例第 1号)第 7条第 1

項の規定により､下記のとおり政務調査費を請求いたします｡

記

1 金 円

但し､ 年 月分 (所属議員数 名)

2 所属議員氏名 別添名簿のとおり
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(別紙)

所 属 議 員 名 簿

平成 年 月 日現在

番号 .氏 名 備 考 番号 氏 名 備 考

1 26

2 27

3 28

4 29

5 30

6 31

7 32

8 33

9 34

10 35

ll 36

12 37

13 38

14 39

15 40

16 41

-17 42

18 43

19 44

20 45

21 46

22 47

23 48

24 49

25 50

所 属 議 員 数
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様式第6号 (第 6条関係)

年 月 日

福岡県知事

殿

福岡県議会議長

団

政務調査費収支報告書等 (写)の送付について

福岡県政務調査費の交付に関する規程 (平成 13年 3月福岡県議会告示第 1号)

第 6条の規定により､ 年度政務調査費収支報告書等の写しを別添のとお り送付

しますO
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12 福岡県情報公開条例 (抜粋) (平成 13年 3月 30日福岡県条例第 5号)

(公文書の開示義務)

第 7条 実施機関は､開示請求があったときは､開示請求に係 る公文書に次の各号に

掲げる情報 (以下 ｢非開示情報｣ とい うO)のいずれかが記録 されている場合を除

き､開示請求者に対 し､当該公文書を開示 しなければならないO

- 個人に関する情報 (事業を営む個人の当該事業に関する情報を除くO)であっ

て､特定の個人を識別することができるもの (他の情報 と照合することにより､

特定の個人を識別することができることとなるものを含む｡)又は特定の個人を

識別す ることはできないが､公にすることにより､なお個人の権利利益 を害する

おそれがあるものOただし､次に掲げる情報 を除くO

イ 法令及び条例 (以下 ｢法令等｣ とい う｡)の規定により又は慣行 として公に

され､又は公にすることが予定されている情報

口 人の生命､健康､生活又は財産を保護するため､公にすることが必要である

と認められる情報

ハ 公務員等 (国家公務員法 (昭和 22年法律第 120号)第 2条第 1項に規定

する国家公務員 (独立行政法人通則法 (平成 11年法律第 103号)第 2条第

2項に規定する特定独立行政法人の役員及び職員を除く｡)､独立行政法人等

(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律 (平成 13年法律第 14

0号)第 2条第 1項に規定する独立行政法人等をい うO以下同じO)の役員及

び職員並びに地方公務員法 (昭和 25年法律第 261号)第 2条に規定す る地

方公務員並びに地方独立行政法人及び地方三公社の役員及び織員をい う｡)の

職務の遂行に係 る情報に含まれる当該公務員等の職及び氏名 (公安委員会規則

で定める職にある響察職員の氏名を除 く｡)並びに当該職務遂行の内容 に係る

部分

二 県の機関が実施する事務事業であって予算執行を伴 うものに係 る情報の うち

公にすることが公益上必要なものとして､実施機関があらか じめ福岡県情報公

開審査会の意見を聴いた上で定め､公示 した基準に該当するもの

二 法人その他の団体 (国､独立行政法人等､地方公共団体､地方独立行政法人及

び地方三公社を除くO以下 ｢法人等｣ というO)に関する情報又は事業を営む個

人の当該事業に関する情報であって､公にすることにより､当該法人等又は当該

個人の権利､競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの｡ただし､

人の生命､健康､生活又は財産を保護するため､公にすることが必要であると認

められる情報を除く｡

三～七 (略)

八 議会の議員個人に関する情報及び会派の活動に関す る情報Oただ し､法令等の

規定により又は慣行 として公にされ､又は公にすることが予定 されている情報を

除く｡

2 前項第-号ロ､ハ又はこの規定の適用については､当該個人の権利利益 を不当に

害 しないようにしなければならない｡
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(公文書の部分開示)

第 8条 実施機関は､開示請求に係る公文書の一都に非開示情報が記録されている場

合において､非開示情報が記録されている部分を容易に区分して除くことができる

ときは､開示請求者に対 し､当該部分を除いた部分につき開示 しなければならない｡

ただし､当該部分を除いた部分に有意の情報が記録 されていないと認められるとき

は､この限りでない｡

2 開示請求に係る公文書に前条第 1項第一号の情報 (特定の個人を識別することが

できるものに限るO)が記録されている場合において､当該情報のうち､特定の個

人を識別することができることとなる記述等の部分を除くことにより､公にしても､

個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは､当該部分を除いた部

分は､同号の情報に含まれないものとみなして､前項の規定を適用する｡

(公文書の存否に関する情報)

第 9条 開示請求に対 し､当該開示請求に係る公文書が存在 しているか否かを答える

だけで､非開示情報を開示することとなるときは､実施機関は､当該公文書の存否

を明らかにしないで､当該開示請求を拒否することができる｡
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13 公職選挙法 (抜粋) (昭和25年 4月 15日法律第 100号)

(公職の候補者等の寄附の禁止)

第 199条の2 公職の候補者又は公職の候補者 となろうとする者 (公職にある者を含

む｡以下この条例において ｢公職の候補者等｣とい う｡)は､当該選挙区 (選挙区が

ないときは選挙の行われる区域O以下この条において同じO)内にある者に対 し､い

かなる名義をもってするを問わず､寄附をしてはならない｡ただし､政党その他の政

治団体若 しくはその支部又は当該公職の候補者等の親族に対 してする場合及び当紡公

職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行 う講習会その他の政治

教育のための集会 (参加者に対 して饗応接待 (通常用いられる程度の食事の提供を除

く｡)が行われるようなもの､当該選挙区外において行われるもの及び第 199条の

5第4項各号の区分による当該選挙ごとに当該各号に定める期間内に行われるものを

除くO以下この条において同じO)に関し必要やむを得ない実費の補償 (食事につい

ての実費の補償を除く｡以下この条において同じO)としてする場合は､この限りで

ない｡

2 公職の候補者等を寄附の名義人とする当言亥選挙区内にある者に対する寄附について

は､当該公職の候補者等以外の者は､いかなる名義をもってするを問わず､これをし

てはならないOただし､当該公職の候補者等の親族に対してする場合及び当言亥公職の

候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行 う講習会その他の政治教育

のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償 としてする場合は､この限 りでない｡

3 何人も､公職の候補者等に対 して､当該選挙区内にある者に対する寄附を勧誘 し､

又は要求してはならない｡ただし､政党その他の政治団体若 しくはその支部又は当該

公職の候補者等の親族に対する寄附を勧誘 し､又は要求する場合及び当該公職の候補

者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行 う講習会その他の政治教育のた

めの集会に関し必要やむを得ない実費の補償 としてする寄附を勧誘 し､又は要求する

場合は､この限 りでない｡

4 何人も､公職の候補者等を寄附の名義人とする当該選挙区内にある者に対する寄附

については､当該公職の候補者等以外の者に対 して､これを勧誘 し､又は要求 しては

ならない｡ただし､当該公職の候補者等の親族に対する寄附を勧誘 し､又は要求する

場合及び当該公職の候補者等が専ら政治上の主義又は施策を普及するために行 う講習

会その他の政治教育のための集会に関し必要やむを得ない実費の補償としてする寄附

を勧誘し､又は要求する場合は､この限りでない｡

(後援団体に関する寄附等の禁止)

第199条の5 政党その他の団体又はその支部で､特定の公職の候補者若 しくは公職

の候補者となろうとする者 (公職にある者を含む｡)の政治上の主義若 しくは施策を

支持し､又は特定の公職の候補者若 しくは公職の候補者となろうとする者 (公職にあ

る者を含む｡)を推薦し､若しくは支持することがその政治活動のうち主たるもので

あるもの (以下 ｢後援団体｣というD)は､当該選挙区 (選挙区がないときは､選挙

の行われる区域)内にある者に対し､いかなる名義をもってするを問わず､寄附をし

てはならない｡ただし､政党その他の政治団体若 しくはその支部又は当該公職の候補

者若しくは公職の候補者となろうとする者 (公職にある者を含む｡)に対 し寄附をす

る場合及び当該後援団体がその団体の設立日的により行 う行事又は事業に関 し寄附 (
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花輪､供花､香典､祝儀その他これ らに類するものとしてされるもの及び第4項各号

の区分による当該選挙ごとの一定期間内にされるものを除くO)をする場合は､この

限 りでない｡

2 何人も､後援団体の総会その他の集会 (後援団体を結成するための集会を含む｡)

又は後援団体が行 う見学､旅行その他の行事において､第4項各号の区分による当該

選挙ごとに一定期間､当該選挙区 (選挙区がないときは､選挙の行われる区域)内に

ある者に対 し､饗応接待 (通常用いられる程度の食事の提供を除く｡)をし､又は金

銭若 しくは記念品その他の物品を供与 してはならない｡

3 公職の候補者又は公職の候補者 となろうとする者 (公職にある者を含む｡)は､第

199条の 2第 1項の規定にかかわらず､次項各号の区分による当該選挙ごとに一定

期間､当該公職の候補者又は公職の候補者 となろうとする者 (公職にある者を含むO

)に係る後援団体 (政治資金規正法第 19条第 2項の規定による届出がされた政治団

体を除くO)に対 し､寄附をしてはならない0

4 この条例において ｢一定期間｣とは､次の各号に定める期間とするO

- 衆議院議員の総選挙にあっては､衆議院議員の任期満了の目前 90日に当たる日

から当該総選挙の期 日までの間又は衆議院の解散の日の翌日から当該総選挙の期 日

までの間

二 参議院議員の通常譲挙にあっては､参議院議員の任期満了の目前90日に当たる

日から当該通常選挙の期 日までの間

三 地方公共団体の議会の議員又は長の任期満了による選挙にあっては､その任期満

了の 目前 90日に当たる日 (第 34条の2第 2項 (同条第4項において準用する場

合を含む｡)の規定による告示がなされた場合にあっては､任期満了の目前 90日

に当たる日又は当該告示がなされた日の翌 日のいずれか早い 日)から当該選挙の期

日までの間

四 衆議院議員又は参議院議員の再選挙 (統一対象再選挙を除くO)にあっては､当

該選挙を行 うべき事由が生じたとき (第 33条の 2第 7項の規定の適用がある場合

には､同項の規定により読み替えて適用される同条第 1項に規定する遅い方の事由

が生 じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会 (衆議院

比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については､中央選挙管理会

)が告示 した日の翌日から当該選挙の期 日までの間

五 衆議院議員又は参議院議員の統-対象再選挙又は補欠選挙にあっては､当該選挙

を行 うべき事由が生 じたとき (第 33条の2第 7項の規定の適用がある場合には､

同項の規定により読み替えて適用される同条第 2項から第 5項までに規定する遅い

方の事由が生 じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会

(衆議院比例代表選出議員又は参議院比例代表選出議員の選挙については､中央選

挙管理会)が告示 した日の翌 日又は当該選挙を行 うべき期 日 (同条第 3項の規定に

よるものについては､参議院読員の任期満了の日)前 90日に当たる日のいずれか

遅い 日から当該選挙の期 日までの閤

六 地方公共団体の議会の議員又は長の選挙のうち任期満了による選挙以外の選挙に

あっては､当該選挙を行 うべき事由が生 じたとき (第 34条第4項の規定の適用が

ある場合には､同項の規定により読み替えて適用される同条第 1項に規定する最も

遅い事由が生 じたとき)その旨を当該選挙に関する事務を管理する選挙管理委員会

が告示 した日の翌日から当該選挙の期 日までの間
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様 式 及 び 記 載 例

1 条例様式及び記載例

2 規程様式及び記載例

3 運用参考様式及び記載例

4 会計帳簿参考様式及び記載例



1 条例様式及び記載例

(1)収支報告書様式及び記載例



別記様式 (第9条関係)

福岡県議会議長

殿

会派名

代表者名

年 月 日

年度政務調査費に係る収支報告について

福岡県政務調査費の交付に関する条例 (平成 13年福岡県条例第 1号)第 9条に基

づき､別紙のとお り 年度政務調査費収支報告書を提出します｡
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(別紙)

(単位 :円)

年度政務調査費収支報告書
( 年 月 ～ 年 月分 )

会派名

1 収 入

政務調査費

2 支 出

項 目 支 出 額 備 考

3 残 余

注 1 項目欄は､別に定める使途基準の項目に合わせて記載する｡

2 備考欄には､主たる支出の内訳を記載するO
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<p-E#膠>

別記様式 (第 9条関係)

零線00年00月005

福岡県議会議長

(フC)(フ(つ 殿

会派名 00000膚櫛贋鹿野

代表者 00 00 画

質成00年度政務調査費に係る収支報告について

福岡県政務調査費の交付に関する条例 (平成 13年福岡県条例第 1号)第 9条に基

づき､別紙のとおり-平成00年度政務調査費収支報告書を提出しますo

催 )この爵鎗紛 ､-膠で弟
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<君粛卿>

(別紙)

平成00年度政務調査費収支報告書

(00年 4月 ～ 00年 3月分 )

会派名 00福岡県議団

1 収 入

政務調査費 24,000,000 円

2 支 出

(単位 :円)

項 目 支 出 額 備 考

調 査 研 究 費 3,653, 605 調査委託費 交通費､宿泊費等

研 修 費 1, 756, 350 会場費､会費､交通費等

会 議 費 2, 125,010 会場費､資料印刷費等

資 料 作 成 費 1,532, 659 印刷費等

資 料 購 入 費 .1, 654, 890 書籍購入費等

広 報 費 3,960, loo 報告書等作成費､通信運搬費等

事 務 費 4,269, 677 事務用品費､使用料等

人 件 費 5,030, 230 給料､手当､賃金等

17,479 円

注 1 項目欄は､別に定める使途基準の項目に合わせて記載するO

2 備考欄には､主たる支出の内訳を記載する｡

(ZE)=の鰍 ､一mですニ
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2 規程様式及び記載例

(1)会派結成届及び記載例

(2)会派異動届及び記載例

(3)会派解散届及び記載例

(4)会派の通知及び記載例

(5)政務調査費請求書及び記載例

(6)政務調査費収支報告書等 (写)の送付及び記載例



様式第 1号 (第2条関係)

福岡県議会弟長

顔

年 月 日

会 派 結 成 届

福岡県政務調査費の交付に関する条例 (平成 13年福岡県条例第 1号)第4条

第 1項の規定により､下記のとおり届け出ますo

記

1 会派の名称

2 代表者の氏名

3 政務調査費経理責任者の氏名

4 所属議員数

5 所属議員氏名 別紙名簿のとお り
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(別紙)

所 属 議 員 名 簿

平成 年 月 日現在

番号 氏 名 備 考 番号 氏 名 備 考

1 26

2 27

3 28

4 29

5 30

6 31

7 32

8 33

9 34

10 35

ll 36

12 37

13 38

14 39

15 40

16 41

17 42

18 43

19 44

20 45

21 46

22 47

23 48

24 49

25 50

所 属 議 員 数
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<紗

様式第 1号 (第 2条関係)

一平成0(プ牢00月00日

福岡県蔑会議長

C)(フ 〔)C)殿

会派名 00000歳凋塀鹿野

代表者 00 00 団

会 派 結 成 届

福岡県政務調査費の交付に関する条例 (平成 13年福岡県条例第 1号)第4粂

第 1項の規定により､下記のとおり届け出ます｡

記

1 会派の名称

00000題滞贋ぷ執野

2 代表者の氏名

(フ(フ (つ(フ

3 政務調査費経理責任者の氏名

(つ⊂)C)C)

4 所属議員数

し1し1i,'

5 所属栽員氏名 別紙名簿のとおり

(a) この甜 紛 .-膠でFo
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<忍粛W>

(別紙)

所 属 議 員 名 簿

平成00年00月00日現荏
会派名 00000膚願 鹿野

番号 氏 名 備 考 番号 氏 名 備 考

1 (フC) (つ(つ 26

2 (つ(フ C)(フ 27

3 (つ(フ ()(つ 28

4 (つ(つ ⊂)(フ 29

5 (フ(つ O C) 30

6 C)(フ (つC) 31

7 C)(フ (フ(フ 32

8 0 0 0 0 33

9 ⊂)(フ (フ(つ 34

10 (フC) (フC) 35

ll 36

12 37

13 38

14 3.9

15 40

16 41

17 42

18 43

19 44

20 45

21 46

22 47

23 48

24 49

25 50

所 属 議 員 数

(BE) この甜 鍬ii､-Wでfo
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様式第 2号 (第2条関係)

福岡県議会議長

磨

年 月 日

会 派 異 動 届

福岡県政務調査費の交付に関する条例 (平成 13年福岡県条例第 1号)第 4条

第2項の規定により､下記のとお り届け出ます｡

記

1 異動年月日

2 異動内容

区 分 新 旧

会派の名称

代表者の氏名

政務調査費経理責任者の氏名

所属議員数

異動のあった (新たに所属した議員氏名) (所属議員でなくなった議員
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<忍静膠>

様式第 2号 (第 2条関係)

平成0⊂)牢00月00日

福岡県議会議長

(フ○ (フ○ 殿

会派名 00000題dj野原鹿野

代表者 00 00 団

会 派 異 動 届

福岡県政務調査費の交付に関する条例 (平成 13年福岡県条例第 1号)第4条

第 2項の規定により､下記のとお り届け出ます｡

記

1 異動年月日

平成00年00.ゲ00β

2 異動内容

区 分 節 旧

会派の名称

代表者の氏名

政務調査費経理責任者の氏名

所属議員数 SO虐 29名

異動のあった所属議員氏名 (新たに所属 した議員氏名)(つ(フ ⊂)(つ (所属議員でなくなった議員氏名)

(ZE)この君粛Wl1､-mでyo
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様式第3号 (第2条関係)

福岡県議会議長

顔

年 月 日

会 派 解 散 届

福岡県政務調査費の交付に関する条例 (平成 13年福岡県条例第 1号)第 後条

第 3項の規定により､下記のとお り届け出ますO

記

1 解散 した会派の名称

2 解散 した年月日
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<甜 膠>

様式第 3号 (第 2粂関係)

一平成00年00月00日

福岡県議会議長

(フ()(つC)顔

会派名 00000膚澱塀齢

代表者 00 00 囲

会 派 解 散 届

福岡県政務調査費の交付に関する条例 (平成 13年福岡県条例第 1号)第4条

第 3項の規定により､f記のとお り届け出ます｡

.:2

1 解散した会派の名称

()(フ(つ(フ(つ(フ(つ(つ

2 解散した年月 日

平成00年0(つガ00β

(a)この動静g/ii､-9gでfo
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様式第4号 (第3条関係)

年 月 日

福岡県知事

殿

福岡県議会議長

団

政務調査費の交付を受けようとする

会派について

福岡県政務調査費の交付に関する条例 (平成 13年福岡県条例第 1号)第 5条の規定

により､政務調査費の交付を受けようとする会派について下記のとお り通知 しますO

記

(1)会派について

別紙会派結成 (異動､解散)届のとお り
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<屠虜財>

様式第4号 (第3条関係)

年 月 日

福岡県知事

(フ(フ C)⊂) 殿

福岡県議会議長

･x･･x･ ･x･･x･ 転句

政務調査費の交付を受けようとする

会派について

福岡県政務調査費の交付に関する条例 (平成 13年福岡県条例第 1号)第 5条の規定

より､政務調査費の交付を受けようとする会派について下記のとお り通知しますO

記

1)会派について

別紙会派結成 (異動､解散)届のとお り

(a)この庶粛Wii､一g/ですTo
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様式第 5号 (第4条関係)

福岡県知事 殿

平成 年 月 日

年度政務調査費請求書

福岡県政務調査費の交付に関する条例 (平成 13年福岡県条例第 1号)第 7条第 1

項の規定により､下記のとお り政務調査費を請求いたしますO

記

1 金 円

但 し､ 年 月分 (所属議員数 名)

2 所属議員氏名 別添名簿のとお り

-61-



所 属 議 員 名 簿

(別紙)

年 月 日現在

番号 氏 名 備 考 番号 氏 名 備 考

1 26

3 28

4 29

5 30

6 31

7 32

8 33

･9 34

10 35

ll 36

12 37

13 38

14 39

15 40

.16 41

17 42

18 43

19 44

20 45

21 46

22 47

23 48

24 49

25 50

所 属 議 員 数
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<pE#膠>

様式第 5号 (第4条関係)

平成00年00月00日

福岡県知事 00 00 殿

会派名 00000膚棚 野

代表者 00 00 Eg]

平成00年度政務調査費請求書

福岡県政務調査費の交付に関する条例 (平成 13年福岡県条例第 1号)第7条第 1

項の規定により､下記のとおり政務調査費を請求いたします.

記

1 金 000,000 円

但 し､00年 00月分 (所属議員数 00名)

2 所属議員氏名 別添名簿のとお り

(a)この庶粛紛 ､-gVでfo
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<忍粛膠>

(別紙)

所 属 議 員 名 簿

覇鎗00年00月00日現在
会派名 00000虜澱塀鹿野

番号 氏 名 備 考 番号 氏 名 備 考
1 ⊂)⊂) (つ(つ 26

2 (つC) (つ○ 27

3 (フ(フ (つ⊂) 28

4 ⊂)C) ⊂)⊂) 29

5 (フ⊂) ⊂)(つ 30

6 (つ⊂) C)C) ､31

7 (フ(つ (つ⊂) 32

8 C)C) (プC) 33

9 (つ(フ (つ(フ 34

10 (フ⊂) C)⊂) 35

ll 36

1.2 37

13 38

14 39

15 40

16 41

17 42

18 43

19 44

20 45

21 46

22 47

23 48

24 49

25 50

(a) この忍静紛 ､-2野ですTo



様式第 6号 (第 6条関係)

年 月 日

福岡県知事

殿

福岡県議会議長

団

政務調査費収支報告書等 (写)の送付について

福岡県政務調査費の交付に関する規程 (平成 13年 3月福岡県議会告示第 1号)

第 6条の規定により､ 年度政務調査費収支報告書等の写しを別添のとお り送付

し ます｡
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<ノ宏彦i野>

様式第 6号 (第 6条関係)

年 月 日

福岡県知事

⊂)(フ C)(フ 殿

福岡県議会議長

IX･･r ･X･･X･ 画

政務調査費収支報告書等 (写)の送付について

福岡県政務調査費の交付に関する規程 (平成 13年 3月福岡県議会告示第 1号)

第 6条の規定により､00年度政務調査費収支報告書等の写しを別添のとお り送付 し

ます｡

(ZE) この甜 紛 ､一mですTo
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3 運用参考様式及び記載例

(1)調査事業通知書及び記載例

(2)調査事業申出書及び記載例

(3)調査事業認定書及び記載例

(4)調査費請求書及び記載例

(5)出張依頼簿及び記載例

(6)調査結果報告書及び記載例

(7)政務調査業務委託契約書及び記載例

(8)雇用契約書及び記載例



(参考様式 1)

議員

会派代表者名

_68-

年 月 日



<脚 >

00年□月△ 日

会派代表者名 00000福岡県

※※ ※※

OC)◇各 議員

00年度調査事業通知書

00年度における､調査事業については､以下のとお り実施 されるよう通知 します｡

記

1 調査事業名

① ▼▼▼再編成計画に関する影響調査研究

(参 ★★★★振興に関する調査研究

③ 市町村合併に関する調査研究

④

⑤

2 事業の調査期間

00年口月く〉日 から 00年◆月丁目 まで

3 調査費

2,100,000円

(ZE) この甜 Wii､-2野ですも
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(参考様式 2)【議員の申出による場合】

年 月 日

ー70-



<厨粛膠>

00年▽月〇日

会派代表者 00000福岡県議団

※※ 瑛※ 殿

議舶 ◎◎◎◎(垂

00年度調査事業申出書

00年度において､以下のとお り政務調査を実施 したいので､申し出ますO

記

1 事業概要

(1)県の施策に関する調査研究事業

(∋ △△△△導入に関する調査研究

② ▼▼▼再編成計画に関する影響調査研究

@

④

⑤

(2)県の諸問題に関する調査研究事業

① ☆☆☆整備に関する調査研究

② ★★★★振興に関する調査研究

し､い

④

⑤

(3)その他県の事務及び地方行財政に関する事業

(∋ 地方行財政調査研究

② 市町村合併に関する調査研究

③

2 調査に要する経費の見込み額

(a) このpE粛雛 ､-財ですこ
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(参考様式 3)

議員

会派代表者名

_7 2 _

年 一月 日



<忍 粛膠>

00年△月口 日

会派代表者名 00000福岡県

※※ ※※

00年度調査事業認定書

◎◎ ◎◎議員

00年度における､調査事業については､以下のとお り認定 したので通知 しますO

記

1 調査事業名

① △△△△導入に関する実態調査研究

② ☆☆☆整備に関する調査研究

③ 地方行財政調査研究

④

⑤

2 事業の調査期間

00年▲月▼日 から 00年◆月■日 まで

3 調査費

4,200,000円

(ZE)この忍粛Wii､-2野です;
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(参考様式4)

-74-

年 月 日



<君粛膠 柳 いの夢倉>

00年△月▽日

会派代表者 00000福岡県議団

※※ ※※ 殿

議員名 ◎◎ ◎◎ ㊥

調査費 ㊧ ･薄緑 )請求書

調査事業に要する経費として､以下のとお り請求 します｡

記

1 調査事業

(1) △△△△導入に関す る調査研究

(2) ☆☆☆整備に関する調査研究

(3) 地方行財政調査研究

(4)

(5)

2 調査実施 (予定)期間

00年▲月▼日 ～ 00年◆月対日

3 請求金額

4,200,000円

(ZE) ごeZ)忍粛財は､-膠でfTo
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年度)

氏 名

整理番号 支払年月 日 用 務 先 用 務 内 容 出 張 期 間 利用交通機関 用務結果等 支払額 (円) 備 考

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日



<甜 DV>

出 張 依 頼 簿

氏 名 ◎◎◎◎
整理番号 支払年月 日 用 務 先 用 務 内 容 出 張 期 間 利 用 交通機 関 用 務 結 果 .等 支 払 額 (円) 備 考

1 平成〇〇年4月10日 福岡市中央区ホテル○○福岡 × ×研修会参加 平成〇〇年4月10日から平成〇〇年4月10日まで0泊 1日 バ ス ､電 車 1,020

2 平成〇〇年4月23日 東京都××区△△大学 ※※※に係る調査 平成〇〇年4月25日から平成〇〇年4月26日まで1泊 2日 自家用車､航空機モノレール､電婁 100,000概算払Lい宿泊料､食事代込み

3 平成〇〇年4月30日 東京都××区 ※※※に係る調査 平成〇〇年4月25日から 自家用車､航空機 △ 16,0603の精算に伴 う

△△大学 平成〇〇年4月26日まで1泊 2日 モノレール､電車 返納

4 平成〇〇年5月22日 福岡市博多区議会棟 議案に関する勉強会 平成〇〇年5月22日から平成〇〇年5月22日まで0泊 1日 自家 用 車 歳案に関する勉強会を実施 2,800高速代:2,000円

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

年 月 日

(産ノこの厳粛伊仔.一財でto



(参考様式6)

会派代表者 顔

議員名

年 月 日

年度調査に係る事業報告について

年度における調査事業については､以下のとお り実施 しましたので報告 します｡

1 調査事業名及び調査結果について

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

-7 8 -



2 調査実施期間

年 月 日 から 年 月 日まで

3 収支の内容について

(1)収 入

調査費

I(2)支 出

4 残 額

(単位 :円)

区 分 支 出 額 備 考

調 査 委 託 費

交通費 .宿泊費

食 糧 費

通 信 運 搬 費

会 費 等

書 籍 等 購 入 費

事 務 用 品 費

使 用 料 貸 借 料

報 告 書 作 成 費

事 務 所 費

人 件 費

その他調査経費

_79_



<脚 >

◆◆年◆月◆日

会派代表者 00000福岡県諮団

※※ ※※ 殿

義朗 ◎◎ ◎◎ ④

00年度調査に係 る事業報告について

年度における調査事業については､以下のとお り実施 しましたので報告 します｡

1 調査事業名及び調査結果について

(1)△△△△導入に関する調査研究

県が導入を予定 している△△△△について､県民の意識調査や先進地調査を実施O

調査の結果､県民の××%が内容を知 らなかったほか､▲や■といった意見があっ

たoまた､先進地調査では●の効果があった反面､×とい う問題が生 じているため

さらなる周知や検討が必要と思われる｡

(2)☆☆☆整備に関する調査研究について

(3)地方行財政調査研究について

｢澄ソこの鰍 ､-2野でFo
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<脚 >

2 調査実施期間

00年▲月▼ 日 から 00年◆月井日まで

3 収支の内容について

(1)収 入

調査費 4, 200,00()円

(2)支 出

区 分 支 出 額 備 考 .

調 査 委 託 費 2, 100,000 外部機関-の調査委託料

食 糧 費 15, 750 会議時の茶菓等

通 信 運 搬 費 63, 726 電話代､郵便代､プロハ寸イタ十一料等

会 費 等 8,000 研修会負担金等

書 籍 等 購 入 費 18,900 書籍､専門誌購入等

事 務 用 品 費 95,743 事務用品購入費等

使 用 料 賃 借 料 126,000 複写機及び FAX機 リース代(業務量按分各 l/2)

事 務 所. 普 745,100 事務所賃借料､光熱水費(業務量按分各 l/2)

人 件 費 781,200 事務員雇用費 (業務量按分 l/2)130,200×12月 × l/2

そ の他 調 査 経 費 26,600 ホームペ-ジ作成費 (業務量按分 川0)

4 残 額

9,181円

(a) このF,E粛紛 ､-勿｢ですo
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く参考様式 7)

政務調査に係る業務委託契約書 ;収 入 l
:印 紙 i
._..I_.__._____)

1 委託業務の名称

2 契約期間

平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで

3 業務委託料

金 円

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 円)

上記の委託業務について､委託者 (早)と受託者 (乙)は､各々の対等な立場

における合意に基づいて､別紙の条項によって公正な委託契約を締結 し､信義に

従って誠実にこれを履行するものとする0

本契約の証として本書 2通を作成 し､当事者記名押印の上､各自1通を保有する｡

平成 年 月 日

委託者 (甲) 住所

氏名

受託者 (乙) 住所

氏名
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(総則)

第 1条 乙は､契約書記載の契約金額をもって､契約書記載の契約期間内に別紙の ｢政務

調査業務等仕様書｣(以下 ｢仕様書｣ とい う｡)に基づく業務 (以下 ｢委託業務｣ とい

うO)を履行 しなければならないO

(契約保証金)

第 2条 契約保証金は免除する｡

(委託業務の処理方法)

第 3粂 乙は､仕様書及び甲が必要に応 じて指示する事項を遵守のうえ､委託業務を実

施する｡

(契約内容の変更)

第4条 契約の内容を改める必要が生 じた場合は､双方協議の上決定するO

(報告､検査及び業務の改善)

第 5条 甲は､乙の委託業務について随時検査を行い､又は報告を求め､必要があるとき

は乙と協議の上､委託業務の変更を求めることができる｡

(委託料の支払い)

第 3条 甲は､この契約により乙の行 う委託業務に対 し委託料を支払 う｡

(遵守事項)

第 6条 乙は､委託業務履行中に知 り得た秘密を他にもらしてはならない｡

2 乙は､委託業務履行については､善良な管理者の注意をもって行わなければならない｡

3 乙は､委託業務履行について､必要に応 じて甲と協議の上行わなければならない｡

(第三者の損害)

第 7条 乙は､委託業務上第三者に損害を及ぼしたときは､その賠償の責任を負 うo

(権利義務の譲渡等)

第 8粂 乙は､本契約により生 じた権利を第三者に譲渡し､若 しくは担保に供 し､又は

その委託業務を第三者に委託し､若しくは請負わせてはならないOただし､甲が承認 し

た場合はこの限 りでないO

(契約の解除)

第 9条 甲及び乙はいつでも本契約を解除することができるO

2 甲が本契約を解除するときは1ケ月分に相当する委託料を乙に支払 うものとす る｡

3 乙が本契約を解除するときは甲に対 し一切の委託料を請求することができないO

(補 則)

第 10条 この契約書に定めのない事項については､必要に応 じて甲乙協議 して定める

こととする｡
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政 務 調 査 業 務 等 仕 様 書

1 調 査 対 象

2 調 査 方 法

3 調 査 内 容

4 成 果 物

委託業務報告書

委託費精算報告書

5 納 入 場 所
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<甜 膠>

政務調査に係る業務委託契約書

1 委託業務の名称

△△△△△導入に関する県民意識についての調査業務

2 契約期間

平成00年▲月井 日 か ら 平成00年書月◆ 日 まで

3 業務委託料

金⊥ 050,000i

(うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 50,000円 )

上記の委託業務について､委託者 (甲)と受託者 (乙)は､各々の対等な立場にお

ける合意に基づいて､別紙の条項によって公正な委託契約を締結し､信義に従って誠

実にこれを履行するものとする0

本契約の証として本書 2通を作成し､当事者記名押印の上､各自1通を保有する｡

平成00年▲月■ 日

委託者 (甲) 住所 福岡市××区00丁目△△番※※号

氏名 00000福岡県議団

福岡県議会議員 ◎◎ ◎◎

受託者 (乙) 住所 福岡市※※区△△丁目00番 ××号

氏名 株式会社 リサーチX

代表取締役 何処之 某

(I_tf)こL/)Lだ粛J野/1､------何て;チ.I
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<甜 勿｢>

(総則)

第 1条 乙は､契約書記載の契約金額をもって､契約書記載の契約期間内に別紙の ｢政務

調査業務等仕様書｣(以下 ｢仕様書｣ とい う｡)に基づ く業務 (以下 ｢委託業務｣ とい

うO)を履行 しなければならない｡

(契約保証金)

第 2条 契約保証金は免除するO

(委託業務の処理方法)

第 3条 乙は､仕様書及び甲が必要に応 じて指示する事項を遵守のうえ､委託業務を実

施するo

1
(契約内容の変更)

第4条 契約の内容を改める必要が生 じた場合は､双方協議の上決定する｡

(報告､検査及び業務の改善)

第 5条 甲は､乙の委託業務について随時検査を行い､又は報告を求め､必要があるとき

は乙と協議の上､委託業務の変更を求めることができるO

(委託料の支払い)

第 3条 甲は､この契約により乙の行 う委託業務に対 し委託料を支払 う｡

(遵守事項)

第 6条 乙は､委託業務履行中に知 り得た秘密を他にもらしてはならない｡

2 乙は､委託業務履行については､善良な管理者の注意をもって行わなければならない

3 乙は､委託業務履行について､必要に応 じて甲と協議の上行わなければならない｡

(第三者の損害)

第 7条 乙は､委託業務上第三者に損害を及ぼしたときは､その賠償の責任を負 うO

(権利義務の譲渡等)

第8条 乙は､本契約により生 じた権利を第三者に譲渡 し､若 しくは担保に供 し､又は

その委託業務を第三者に委託 し､若しくは請負わせてはならないoただし､甲が承認 し

た場合はこの限 りでない｡

(契約の解除)

第 9条 甲及び乙はいつでも本契約を解除することができるO

2 甲が本契約を解除するときは 1ケ月分に相当する委託料を乙に支払うものとする｡

3 乙が本契約を解除するときは甲に対し一切の委託料を請求することができないO

(補 則)

第 10粂 この契約書に定めのない事項については､必要に応 じて甲乙協議 して定める

こととする｡

(ZE) この甜 膠だ､-2野でfo
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<甜 膠>

政 務 調 査 業 務 等 仕 様 書

1 調 査 対 象

県内※※市内､00郡内に居住する､20歳以上の県民及び事業所

2 調 査 方 法

アンケー ト調査､電話聞取 り調査､街頭調査

3 調 査 内 容

△△△△△導入について県民-の周知状況や意見を聴取 し､影響や課題等を

検証するQ

4 成 果 物

委託業務報告書 10部

委託費精算報告書 2部

5 納 入 場 所

福岡市××区00丁目△△二番※※号

福岡県議会議員 ◎◎ ◎◎事務所

(#) この甜 卿ば､-財 でiTo
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(参考様式8)

雇 用 契 約 書
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<忍粛iW>

(ZE)このL,E粛#yii､-膠ですこ
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4 会計帳簿参考様式及び記載例

(1)会計帳簿 :会派用及び記載例

(2)会計帳簿 :議員用及び記載例

(3)領収書添付用紙 :会派用及び記載例

(4)領収書添付用紙 :議員用及び記載例

(5)政務調査費支払証明書 :会派用及び記載例

(6)政務調査費支払証明書 二議員用及び記載例

(7)政務調査費支出伝票及び記載例



(参考様式9)
年度

会 計 帳 簿

(年可 年 月分) 摘要 収入額 i 項 目 別 支 出 犠 支出緬合計 残額 ＼甲-l止:rlj備考相手方 内 容 調査研究費 研修費 会議費 資料作成費 資料購入費 広報費 i 事務費 人件費



( ○○年月E] 年 4月分) 摘要 会 ミ病タ..E 項 目 別 支 出 額 l(｢｢)くつn(1⇒竜き 支出雛 計 rZEl免責嘉一守l残嶺 (単位:円)備考相手方 事 内 容 趣 査研究費t 研修費 l 会議費 資料作成費凍 料購入費き 広報費 I 事務費 ) 人件費

○○.4.10○○議員外3名 の交通賓 3,940 3.940 A3.940○○真裏鼻､◎⑳吉葉兵.◇◇放鼻､□ロ議員

○○,4.10 × ×研究会 20.000 i 20.000 △ 23.940

00,4.15福岡県 10.000.000 0 9,976.060

○○_4.20 〇〇年度調査事業費 4.200.000 i 4.200,000 5,776,060△月□日認定済み概算払い

00.4_20**通信(秩) 毛 Pr150 5.776.080総故6,300円按分1/2

00.4,26△△△文具店 事務用品購入 29.183 29,183 5.746.877

○○.4.30 63,000 83,000 5.683,877総額315,000円へ◆1′◆按分1/5

00.4.3O複写機リース代 複写機リース代 47,600 47.600 5.636.277撞分1/3

･0-430100 00外1名 画 舶 i 100.000 100,000 5,536,277総額300.00円按分1/3

月 竜十 10,000.000 4,200.000 23.940 0 47,800 0 63,000 32.333 loo,OOO 4.463.723 5,536,277

年月日 摘要 収入額 項 目 別 支 出 織 支出額合計 残縫 備考 i相手方 内 容 訊査研究費 研修費 会議費 資料作成費 資料購入費 広報費 事務費 人件費

00,5.1 前月分繰り越し 5,536.277 0 5.536,277 ど

00.5.10 298.800 298.BOO 5,237.477こ㍊ T㍍㌶盟一

00.5.15福岡県 10.00【).000 0 15.237.477 宅

00.5.Z之☆☆審店 図書購入(3冊) 7,300 7.300 15.230.177

〇〇一5.2Z口口碑員外19名 i ぎ 57.380 57.380 15,172,797

○○.E5.25△△△印刷所 広報誌印刷 50,000 50,000 ー5.ー22.7971,000x500部#f}1/10

･〇一5.2車 .- ∴讐 究所(株汗 - こ係る調査委託 525r525 f 事 525,525 14.597.272

中 略i l

(&)この戯評鰍 一mでt.



会 計 帳 簿

(年月日毎 月分)嫡… 相手先内 容要 言 その他 収入額 題 名:項 目 別 支 出 額 支出額合計 (単位:円.残調査委託費 交通費宿泊費 食糧費 通倍運搬費 会費等 書籍購入費事務用品糞 使用料貸借料 報告書作成費 事務所費 人件費 そ の 他調査経費



○○ 墓度 月分一 夏妾呂糸 .偽肋 6,愈 (馳 =円'

(つ〇年月日 描要 4 項 目 別 支 出 額 支出縫合盲十 叫内容 収入額 調- 車 試 射 - 費 唇 運搬車 会費等 香- 入 靭 用品車 笠富射 驚憲蓑巨 - 費 人 件費 そ の 他調査経糞その他
00,4.10 XX 600 3′000 3.600 △3.600

xxフォ-ラム参加ガ… ､ R l

○○.4.20 Jlノ(20 〉りSknl 4,200,000 0 4,柑6.400〇〇年度調査事業費

○○.4,25△△旅行社 外 83,940 一,000 84,940 4,11一,460･X※.

一部支払iiE明

OOー4.30卿 筆力 4,938 4,938 4.106,522

OCL4.30OO市水道局 3,420 3.420 4.103.102

○○.4.30(株)Xx不動産 60.000 60.000 4.043.102
隠員事務所兼用(按分1ンra)

OO.4ー30△△ △△(1名) i 65.100 85.108 3,978▲002業務量按分(1/2)
月計 4,200.000 ot 84.5401 1,000 0 p3,000 0 0 ol o 68.358 65.100 0 221,998 3.978.002

会 計 帳 簿

中 略



領 収 書 添 付 用 紙

会派名

※ 使途項目毎に領収書を貼り付けること｡
※ 1ページに複数枚の貼り付け可O (ただし､重ならないように貼り付けることO)
※ 写しを提出する際には､個人情報等非開示情報 (福岡県情報公開条例第7条)に該当する

内容が記載されている場合は､マスキングして提出すること｡
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<脚 >

領 収 書 添 付 用 紙

〇〇年度(〇〇年5月分).車由 月別に整理することQ 会派名 〇〇〇〇〇福岡県議団

著酎 率季琴 研修費 会議費 資料作成費 資料購入費 広綿 事務費 人件費

鰐 ㌔ 撃 墜 二墜 型 些準 浮､余白に鮎 率､政男調査費如 額等を 記載)

○ 該当する使途項 目を

○で囲むことo

領 収 書

平成〇〇年 5月〇 日

〇〇〇〇〇福間県議団 様

¥248,940円 窓 讐 ㌍ ixf長 岡支店 ㊤

骨 ただし､△△県×市視察航空費.宿泊費 (3名分)代金として

l出納責任者l領収者
目付け順に香P [垂=各 軍警禦 緑 言 ､十 ●●i-~レ芸p岳3三琵三≡;:㌻〝′､

領収書は原則 として 発行年月 日 宛名 (会派又は議員名) 金額

ー巧一を付けて 内容 (晶代)､発行者の住所氏名等が明記 されていること○盛 挙纏 綿 薄療 ※※※銀行キャッシュサ-ビス

i,ヽ 年… 庫 両 軸 望 荒 芸 号控 摘 副 酢

くとil辛※ 使

00年5月27日~巨o=ooToool 1■ l}- 1轟{ ljh頗 翻 し非

きお取扱金額 卜鵬 番号 巨 日 お ノ 扱 _金 種 (枚 ) _姦禦

i***l l l(■}『 52万円 ol五千円oo二千円 oo千円 撃慧

去妄駅 )凄蓮蓑慧 慧 500円 olgR o51R割 を古葺様 to言

御依頼人 〇〇〇〇〇福岡県議団様 キ
電話番号 092-〇〇〇-〇〇〇〇為替通番 1 234 ン
振込金額 ¥525,000 振込手数料 ¥52 5 おつり ¥ 0 グ

振込先が個人の場合はマスキングする

途項目毎に領収書を貼り付けること○
※ 1ページに複数枚の貼り付け可. (ただし､重ならないように貼り付けることO)

※ 写しを提出する際には､個人情報等非開示情報 (福岡県情報公開条例第7粂)に該当する

(#)この耕 一膠です;
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く脚 >

領 収 書 添 付 用 紙

〇〇年度(〇〇年 5月分)や鞘 月別に整理す ることO 会派名 〇〇〇〇〇福岡県議団

使途項目 調査研究費 研修費 会議費 資料作成費 資料準入㊥ 務費 人件費

整理番号 (-部充当 増 分の場合漂､余白に鮎 率､政空調晶 出額等を記載)

1 該当する使途項 目を

○で囲む ことO

頭重 領 収 書 平成〇〇年 5月25日

〇〇〇〇〇県議団 様

･500,00.0円 琵芸悪霊役△AA2印等等圧)
ただし､広報誌印刷代

※広報誌 の内容 量 に応 じて按分 按分率 10%-50,000円

守
※按分や--部充当の場合は､余白に按分率､充当額を記載す ることo

※ 使途項目毎に領収書を貼り付けることO

※ 1ペ-ジに複数枚の貼り付け可O (ただし､重ならないように貼り付けることo)

※ 写しを提出する際には､個人情報等非開示情報 (福岡県情報公開条例第7条)に該当する

(Zt) この鰍 -OVでfo
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(参考様式 12)

領 収 書 添 付 用 紙
年度

( 年 月分) 議員名

※ 使途項目毎に領収書を貼り付けることO

※ 1ページに複数枚の貼り付け可｡ (ただし､重ならないように貼り付けることD)
※ 写しを提出する際には､個人情報等非開示情報 (福岡県情報公開条例第 7条)に該当する

内容が記載されている場合は､マスキングして提出すること｡
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<脚 >

領 収 書添付 用 紙

〇〇年度(〇〇年4月分)- 月 別 に整理する こと 議員名◎◎ ◎◎

使途項 目 漂悪罵誓言料交漂要詔 最 郷 野 潟 題 欝 入費 事務壷 費

整理番号 (瑠 充当 .按分の場合恵二 滴 転 改質調査費支出額等を記載,

(∋ 鞄ミ∴､

軍慧 監 責 (口座轡 用' 琶望遠孟警 目を

:摘区,支店:%区傾 区L番 号 ;契種…
12345678901111111 00:

(ご契約種別) 電灯
(ご契約容量) 30アンペア

下記料金を4月30日口座振替
により領収させていただきましたQ

育 〇〇年 4月分
領収金額 ; 9876円 ー ※議員事 務所 と按分

日付順に香ロ75-を付汁て "J=J壷遠 &-5-盲一~一一一'-… ~~一p 按分率 50%

燃料費調整額 ※円 -4,938円

如 .慧 蓋 =h& 否L塵盗塁 丞 盈逢｣ 按分や一部充 当の場合 は､

しヽ 余 白に按分率､充当額 を

くと凸 記載す ることo
匝二野 領 収 書 平成〇〇年 4月30日

■ @@ @@ #

ただ…､1芸孟宗孟10%芸R(4月分)とし 驚墓墓誌役 × Xx要動㊥ h

〟

※議 員事 務所 と按 分 按分 率 50%-65,looロ

※ 使途項目毎に領収書を貼 り付けることo

※ 1ページに複数枚の貼り付け可o (ただし､重ならないように貼 り付けることo)

※ 写 しを提出する際には､個人情報等非開示情報 (福岡県情報公開条例第 7条)に該当する

(a) この耕 一OVですも
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<爵粛膠>

領 収 書 添 付 用 紙

〇〇年度(〇〇年4月分)中 止 朋 りに整理すること 議員名◎◎ ◎◎

使途項目 漂票悪霊芸料交雷雲芸 濃 笠 置 軍 票 悪 霊 入費 事務舶 費

整理番号 (働 按分の場合漂､余白に芸分淘 旺 費 支出額等を去載)

1 -.i-:!､∴.J､号,

毒亥当する使途項 目を

Oで囲むことO

給与支払明細書

平成〇〇年 4月分

手 当 l J 3 蕗氏 Yl ､PP ーこ

通勤手当 ○○手当 手 当 計

■}l■■ 128,600 1,600 0 1,600 130,200+
非開示情報は､マスキン

グして提出す ることo

※後援会 と按分 按分率 50%-65,100円按分や一部充当の場合は､余白に按分率､

充当額を記載す ることO

米 使途項目毎に領収書を貼り付けることO

※ 1ページに複数枚の貼り付け可O (ただし､重ならないように貼り付けることo)

※ 写しを提出する際には､個人情報等非開示情報 (福岡県情報公開条例第7粂)に該当する

(Zt)この忍抑 一mでダニ
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政務調査費支払証明書

使途項目 調査研究費 研修費 会議費 資料作成費 資料購入費 広報費 事務費 人件費

支出年月日 政務調査費充 当 額 支 出 先 使 途 及 び 内 容 備 考

上記の とお り相違 ないことを証明 しますO

会 派 名

証 明者名 ④
※ 使途項目ごとに作成すること｡
※ 按分により政務調査費の支出を行った場合には､ ｢備考｣欄に支払総額及び按分の割合を記載

すること｡
※ 写しを提出する願には､個人情報等非開示情報 (福岡県情報公開条例第7条)に該当する内容

が記載されている場合は､マスキングして提出すること｡

101--



<忍齢OV>

政務 調 査 費支 払 証 明書

99生産 会派名 00000福岡県議団

使途項目 調査研究費㊥ 会議費 資料作成費 資料購入費 広報費 事務費 人件費

支出年月日 芸務冨謝 支 出 先 使 途 及 び 内 容 備 考

nOO.4.10 # 500 ーグyyJ.fe xx研摩芳彦勿I.=併a庶務好G泉郷 (GaF25:a) 25bX20jg(00虜鰍

MOO.4.10 # 2,-0 JR九ク肘 xx冴摩倉参勿仁虜a_安濃芽ぐ凝凝ニ酢～串求戯饗劇 (@(執雛 分 510Fgx2)(AAm～**鰯 ソ (OO蔵度分 740Fgx2) ㌔

r ~~~~g~ー~｢ T ー~~~ ー｢ T~

該当する使途項 目

を○で囲むことo
政務 調 査 費 支払 証 明書

〇〇年度 会派名 〇〇〇〇〇福岡県議､

使途項目 l調査研綿 研修費 会議費 資料作成費 資蒜 諏 軒や 吟 人件費

支出年可 芸務冨査芸 巨 出 先 使 途 及 び 内 容 備 考

HOD.4.20 3,150 巨 - イつクーかj題##(4Jqガノ 柵 300Fg(xxクL/ジブj.カー jP会を /Lrよaタ/き蕗~とL) 棚 分1/2

き 禽
クレジッ トカ- ド払いによる引落 としや､銀行 口座か らの

自動引落としで領収書のないものを記載すること.

なお､内訳が分かる明細書 (カー ド会社からの明細通知書

や通帳)は 5年間保存することO

上記の とお り相違ないことを証明 します｡

会派の代表者 (経理責任者)又

は実際に活動 した議員が証明者

となる｡

会 派 名 00000脚 鹿 野

証明著名 OC)○(つ

洪 使途項目ごとに作成することo

※ 按分により政務調査費の支出を行った場合には､ ｢備考｣欄に支払総額及び按分の割合を記載

することo

※ 写しを提出する際には､個人情報等非開示情報 (福岡県情報公開条例第7条)に該当す る内容

が記載されている場合は､マスキングして提出すること｡

jKこの弟 粛膠 は､一mですニ

一102-



(参考様式 14)

政務調査費支払証明書
年度 議員名

使途項目 調査委託費 交通費.宿泊費 食糧費 通信運搬費 会費等 書籍購入費
事務用品費 使用料貸借料 報告書作成費 事務所費 人件費 その他調査経費

支出年月日 政務調査費充 当 額 支 出 先 使 途 及 び 内 容 備 考

上記 の とお り相違ないことを証明 しますo

議 員 名

証明者名 ④
※ 使途項目ごとに作成することO
※ 按分により政務調査費の支出を行った場合には､ ｢備考｣欄に支払総額及び按分の割合を記載

することO

※ 写しを提出する際には､個人情報等非開示情報 (福岡県情報公開条例第 7条)に該当する内容
が記載されている場合は､マスキングして提出すること0
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<甜 膠>

議員名 ◎◎ ◎◎
政務調査費支払証明書

使途項目 …芸芸冨芸 慧 碧 芸 憲 #*"##m#%#̂;*#%慧 査経費

支出年月日 芸務害意 支 出 先 使 途 及 び 内 容 L 備 考

nOO.4.10 g oo AA虜助産 允 ′yン伶
G脚 野 俊 g15.h) 噺 ～題滞納
xxフォーク.A参勿 1肋 x2CFg

nO0.4.25 #400 AAノ窟助 野 .グyPJ/符G紳 献腎俊 齢 ab) 5着～膚脚脚 iLrmする願 2肋 x20/守

HOD.4.25 # 1,840 ノ舜二着■モノL/-ン少 モノZ/ー叫 鹿野 細 碧潜～蕗紛町しRがJRノ好β本 #Mj好iLr膠すa願 頻度町 ～■■(470Fg+450jy)x2

HOD.5.1 2,000 **ク レジyj. 九卿G劇康彦折 料金 00IC～△∠lICETCj軟骨分 ｢4.gig) (4/官腰'庁務#)

▲ 00TC～DDIC(4ノダOH紺

~静 ~~~~~~~

該 当す る項 目を○で クレジットカード (ETCカー ド)利用 に

囲む こ とo る支払いは､利用明細 書 か ら調査研 究に係 る部

査 費 支 払証明書

調 査 委 託 費 交 通 費 .宿 泊 費 食 緒

HOD.4.30

議員名 _金屋 ◎◎-

信 運搬費 会費等 書籍群入費

事 務 用 品 費 使 用 料 賃 借 料 報 告 書 作 成 費

政 務 調 査 費

充 当 額

00市棚

上記 の とお り相違 ない こ とを証 明します｡

議員本人又 は実際に活動

した者が証明者となる｡

人件費 その他調査経費

使 途及び内容

1 下水題稚/4R.分ノ
(#庁D励1らe戯タ/き落

磨we,940m
｡綻分1/2

銀行 口座からの自動引き落としの場合で
領収書の発行がないものも記載することO

(通帳はは5年間保存)

議 員 名 ◎◎ ◎◎

ゆ 証明者名 ☆☆ ☆☆ ④
※ 使途項目ごとに作成することC

※ 按分により政務調査費の支出を行った場合には､ ｢備考｣欄に支払総額及び按分の割合を記載

することO

※ 写しを提出する際には､個人情報等非開示情報 (福岡県情報公開条例第 7粂)に該当する内容

が記載されている場合は､マスキングして提出すること｡

(̂･注) この一記者顔俊一伊でFo
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(参考様式 15)

政務調査費支出伝票

【会派用】

整理番号 番
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く忍者m>

【会派用】

政 務調香魯音fii広重 整理番号 1番

該 当す る支出項 目 と

区分 を○で囲む F経理担当者 F l経理責任者 r会派性表者

'｡｡年度'lqhQQh l㊤ t l ④ 1.(印)

金 額 i 確% 3, 940円 仁 志 芝一言-A-3-.--PBL --

支 出 頭 目 了ヽ ゝ 十

調 査 準 費 調査醐交通費 郁讐鷲紅塵イ讐 霊 (使用料軍讐

垂 =互 =参蓋悪霊 慧蛋賃 り上げ費 謝金 筆棚 幣 碧 く哀薮 ) ,

会 議 費 会場費 機材借 り上げ費 食糧費 謝金 筆耕翻訳料 資料印刷費
その他 ( )

資 料 購 入 費 書籍等購入費 新聞 .雑誌購読料 その他 ( )

広 報 費 広報紙､報告書等作成費 委託費 交通費 宿泊費 通信運搬費

使用料貸借料 その他 ､( )

事 務 費 事務用品費 備品購入費 修繕料 通信運搬費 使用料賃借料

食糧費 その他 ( )

○○議員 ニガソリン代 25kmX20円-500円､ 1

◎◎議員 :※※駅～**駅 (往復) 510円×2-I,020円 j

･◇議員 :△△駅～**駅 (往復, 740円×2-i,480円 ｢ 交通費

ロ□議員 二αα停留所～**停留所 (往復) 470円×2-940円｣

研修負担金 5,000円×牢 20,000円 - エ コ座 )

(留意事項)

(1)該当する支出項 目及び支L 分を○で囲むo

(2)交通費及び宿泊費につい ､(丑用務先②用務期間③用務の内容を記載するo

(3)支出した経費については､ 収書等を添付す るo

内容 は､支 出の内訳､相手､金額等を記入す るo内容 は､支 出の内訳､相手､金額等を記入す るo

(̂･2)このnid#顔ば一m でto
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